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東京海上日動の経営について

1.	全体像

「お客様と地域社会の“いざ”をお守りする」という
パーパスの実現、社会課題解決を通じた成長を目指していく

重点的に取組む5つの社会課題

東京海上日動の経営について
中期経営計画「成長への変革（“X”）と挑戦2023	
～『品質と想いで最も選ばれる会社』を目指して～」

2021年度からスタートした中期経営計画では、「成長への変革（“X”）と挑戦2023 ～『品質と想いで最も選ばれる会
社』を目指して～」をコンセプトに掲げ、お客様や地域社会の“いざ”をお守りするという当社のパーパス（存在意義）を実
現し、社会課題の解決に貢献しながら持続的な成長を目指しています。

保険業界を取り巻く事業環境は、人口動態の変化、自動運転技術・AI等のテクノロジー進展、自然災害の激甚化・多発
化等の中長期的なトレンドに加え、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、非対面・非接触の業務スタイルが浸透し、結果
的にデジタル化が急速に進展するなど、これまで以上にスピードを増して変化しており、不確実性が増大しています。こ
のような事業環境の変化は脅威である一方、自らを変革し、新たな価値を創出していく好機でもあります。

当社の長期ビジョンである、「お客様にあんしんをお届けし、選ばれ、成長し続ける会社～100年後も良い会社“Good 
Company”を目指して～」に向けて、「品質」による競争優位性を確保することに加え、「お客様や地域社会の“いざ”をお
守りする」というパーパスに基づく発意・挑戦を促進していくことで、代理店と共に社会課題を解決しながら大きな成長を
目指していきます。

いかなる環境変化にも対応し、持続的な成長と変革を実現していくための「目指す会社の姿」

地球規模の気候変動・
自然災害の増加

高齢化・医療技術の 
進化などに伴う介護・

医療の負担増加

共生社会作り・ 
新型コロナウイルス 

への対応

技術革新がもたらす
様々な環境変化

経済成長・イノベー
ションを支える 

産業基盤

保険の力（課題解決力）を高め、上記を実現していくための戦略の柱

挑戦を支える企業風土や企業文化への変革

私たちのミライプロジェクトによる推進

1. DXによる価値創造 2. 多様性と働きがいの向上

•  新たな価値創造による競争力と生産性の飛躍的向上
•  6つの領域（商品・サービス、マーケティング、顧客タッチポ

イント、営業プロセス、損害サービスプロセス、社内共通
プロセス）でのDX推進

•  社員一人ひとりの発意と挑戦、創造性や専門性の発揮
•  D&Iの推進によるイノベーション創出
•  会社の成長と社員の成長のベクトル一致

品質と想いで	
最も選ばれる会社

品質による競争優位性の確保、 
パーパスに基づく発意・挑戦

しなやかで	
たくましい会社

柔軟・スピーディに自身のビジネス 
モデル・ビジネスプロセスを変革

新しい働き方を通じ、	
社員と共に成長できる会社

会社と社員の 
エンゲージメント
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2.	中期経営計画での取り組み

～データとテクノロジーを活用しビジネスモデルを変革することに加えて、企業風土・文化の変革や、人の力を飛躍的に
向上させることで、競争上の優位性を確立する～

新たな価値創造による競争力と生産性の飛躍的向上

さまざまな業務領域においてデジタル技術を徹底的に活用し、新たな価値を創造し、お客様に提供していきます。

6つの領域でのDX推進

～D&I（ダイバーシティ&インクルージョン）の推進による新たなイノベーション創出、働きがいの向上による会社と社員
の成長ベクトル一致（エンゲージメント）～

社員一人ひとりの発意と挑戦・働きがい向上

パーパスの実現に向けて、社員一人ひとりが発意に基づきモチベーション高くいきいきと働き、チームで様々な業務に
挑戦していきます。

D&Iの推進によるイノベーション創出

多様な社員が、適材適所で個性や専門性を発揮し、能力・価値観の掛け算によってイノベーションを創出していきます。

会社の成長と社員の成長のベクトル一致

上記を通じて、パーパスの実現に着実に前進し、会社の成長と社員の成長のベクトル一致と好循環（エンゲージメントの
向上）を実現していきます。

DX（デジタル・トランスフォーメーション）による価値創造	

多様性と働きがいの向上

1

2

商品・サービス 顧客 
タッチポイントマーケティング 営業 

プロセス
損害サービス 

プロセス
社内共通 
プロセス
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東京海上日動の経営について

当社は、「お客様の信頼」をあらゆる事業活動の原点におくことを経営理念に掲げています。
「お客様の信頼」を得られるよう、“適正な業務運営に止まらず、社会やお客様のニーズに真に合致した品質を追求す

ることにより、お客様をはじめ広く社会の要請に応えていくこと”（＝コンプライアンスの徹底）は、当社の経営理念の実
践そのものであり、事業活動のあらゆる局面において最優先する必要があります。

そして、お客様に寄り添い、多様化するニーズを的確に捉えながら、「お客様本位」の保険事業をより徹底していくため
に「お客様本位の業務運営方針」を策定し、その方針に基づいた具体的な取り組みを強化しています。

社会環境が大きく変化し、リスクも多様化する中で、保険事業の存在意義（パーパス）は、お客様や地域社会の“いざ”
をお守りすることであり、事故や災害といった非日常的な状況の中でも、お客様に安心していただくための「寄り添う力
の担い手」となることが、当社に求められている使命だと考えています。

当社は、これからもお客様や社会の“いざ”をお守りするという揺るぎない使命感を持ち、お客様や社会の課題を解決
するよう取り組んでいきます。また、良き企業市民として社会とともに持続的成長を遂げ、すべての人や社会から真に必
要とされる良い会社“Good Company”を目指し、代理店と一体となって努力し続けていきます。
なお、本方針は消費者庁の「消費者志向自主宣言」に対応したものです。

	運営方針1：
お客様の声を活かした業務運営
「お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点におく」とい

う経営理念に基づき、社員ならびに代理店が「お客様の
声」を真摯に受けとめ、積極的に企業活動に活かしていく
ため、「お客様の声」対応方針を定め、お客様本位に業務
運営するよう努めてまいります。

	運営方針2：
保険募集

お客様を取り巻くリスクや、お客様のご意向を把握し
た上で、ご契約を締結するに際して必要な情報を提供し
ながら、ふさわしい商品・サービスをご提案するよう努
めてまいります。

	運営方針3：
保険金のお支払い（損害サービス）

お客様のいざというときにお役に立てるよう、お客様
の状況や立場、思いに寄り添い、信頼に応える損害サー
ビスの品質を確保し、迅速かつ適切に保険金をお支払い
するよう努めてまいります。

	運営方針4：
運営方針の浸透に向けた取り組み

代理店や社員が常にお客様本位の行動をしていくた
めに、研修体系の整備や運営方針の浸透に向けた取り組
みを推進してまいります。

	運営方針5：
利益相反等の管理
「東京海上グループ　利益相反取引等の管理に関す

る方針」に則り、役職員一同がこれを遵守することによっ
て、お客様の利益が不当に害されることのないように、利
益相反等の管理に努めてまいります。
※ 2023年3月時点のものです。当方針の最新版ならびに具体的な取組内容、金融庁「顧客

本位の業務運営に関する原則」との対応関係は当社ホームページをご確認ください。

お客様本位の業務運営方針

お客様本位の業務運営
～品質と想いで最も選ばれる会社～
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当社は、お客様のご期待に応えご満足いただくために、当社の提供する商品・サービスにおいて、お客様が当たり前
に期待することを“いつでも、どこでも、誰であっても”当たり前に実現・実行しているレベルの品質を、「安心品質」と
定めています。

また、安心品質の考え方に基づいて、“いつでも、どこ
でも、誰であっても”絶対に欠かすことなく実現する品質
基準として、「安心品質基準」を定めています。募集・保険
金支払い・基本マナー等の商品・サービスに係る主要な
業務プロセスごとに具体的な基準を定めており、それら
の基準をクリアしない商品・サービスは絶対にお客様に
提供しないとの固い決意をもってお客様本位を徹底して
います。

たとえば募集においては、お客様とのご相談を通じて
お客様の抱えるリスクやご意向などを把握し、適切な保
険商品・プランをご提案・ご説明します。申し込みいただ
く保険商品やプランがお客様のご意向に沿った内容であ
ることをご確認いただき、保険契約申込書に表示・記載さ
れている内容に所定の手続き方法（保険契約申込書への

署名または記名・捺印等）に基づいて、保険契約を申し込
みいただきます。

保険金のお支払いにおいては、事故の状況や損害（被
害）を正確に確認し、お客様のご不安な点に関してアド
バイスを行います。契約の内容からお支払い対象となる
保険金を漏れなくご案内し、対象となる保険金やご請求
の手続きについてわかりやすくご説明します。お客様の
ご不安を解消するため、お客様のご要望や、事故の状
況、経緯などを踏まえ、対応状況や今後の見込みについ
てご連絡します。

このように、業務プロセスごとにお客様のご期待にお
応えするための具体的な基準を設けて、これを実行する
ことにより、お客様本位の業務運営を実現していきます。

安心品質

お客様が
当たり前に期待すること

約束どおり
履行すること

要求される前
に実施している
こと

お客様に
お約束していること	
（法令・ルール）

安心
品質
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東京海上日動の経営について

	基本理念
東京海上日動は、お客様の信頼をあらゆる事業活動の

原点におき、「お客様の声」を真摯に受けとめ、積極的に
企業活動に活かします。

	基本方針
Ⅰ  「お客様の声」を、感謝の気持ちをもって積極的に受け

とめます。
Ⅱ 「お客様の声」に、組織を挙げて最後まで責任をもって

対応します。
Ⅲ 「お客様の声」を、商品・サービスの改善など、業務品

質の向上に活かします。
Ⅳ 「お客様の声」をもとに、より多くの「安心と安全」をお

届けします。

	行動指針
Ⅰ 感謝をもって受けとめる

時として厳しいご意見も含まれる「お客様の声」を、私
たちは真剣に、そして感謝の気持ちをもって、正面から真
摯に受けとめます。
Ⅱ 最後まで責任をもって対応する

寄せられた「お客様の声」に対して、「お客様の声対応
ルール」に則り、公平・公正で透明性の高い対応を心が
けるとともに、最後まで責任をもって、組織一体となった
対応を行います。
Ⅲ 業務品質の向上に活かす
「お客様の声」の中にある問題の本質を見極め、是正

し、商品・サービスに反映させていくことで、お客様満足
を追求していきます。
Ⅳ より多くの「安心と安全」をお届けする

社会に対する責任を自覚するとともに、「お客様の声」
を積極的に企業活動に活かすことにより、永続的にお客
様から信頼される企業を目指します。

当社は、以下のとおり「お客様の声」対応方針を掲げ、「お客様の声」への対応プロセスを着実に実行することにより、
「お客様の声」を積極的に企業活動に活かし、お客様本位を徹底します。

「お客様の声」への対応プロセスを全社で標準化するために、国際標準化機構（ISO）において発行された苦情対応マ
ネジメントシステム「ISO10002（品質マネジメント–顧客満足–組織における苦情対応のための指針）」に準拠した業務
態勢の見直しを行い、2007年6月に規格への適合を確認し、7月に対外的に公表しました。（自己適合宣言）

現在は、この取り組みをより一層強化し、「お客様の声」に基づいた業務品質の向上に努めています。
※ ISO10002は2004年7月に発行された国際規格です。ISO9001のような第三者認証（審査登録制度）ではなく、規格への適合を自らの責任で行い、対外的に

適合を宣言することができます。

「お客様の声」対応方針

「ISO10002」規格への適合

「お客様に“あんしん”をお届けし、選ばれ、
成長し続ける会社」を目指して
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当社は、「お客様に“あんしん”をお届けし、選ばれ、成長し続ける会社」を目指し、PDCAサイクルを回し、継続的に業
務品質の向上に取り組んでいます。

お　客　様

業務品質委員会

お
客
様
の
声

課
題
分
析
・
再
発
防
止

お
客
様
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

サービス部門
業務品質部

代理店

カスタマーセンター　等

お客様相談センター
保険金請求ご相談コーナー

消費者モニター
社外有識者

お客様アンケート ホームページ

取締役会
経営会議

営業拠点
損害サービス拠点

監督官庁・
損保協会・ADR

等

ご不満・ご要望
お客様相談センター
お客様から直接ご不満やご要望を承る窓口として、

「お客様相談センター」を設置し、専用フリーダイヤルを設
けています。2022年度については、約2.1万件のご不
満・ご要望をいただきました。受付時間は平日9:00～
18:00、土日祝9:00～17:00（年末年始を除く）です。

保険金のご請求に関するご相談・ご不満（ご契約者様専用） 

保険金請求ご相談コーナー
ご契約者様からの保険金請求に関するご相談・ご不満

について、専任担当者が対応する専用フリーダイヤルを
設置しています。2022年度については、約1.1万件のお
問い合わせをいただきました。受付時間は9:00～17:00

（土日祝・年末年始を除く）です。

	カスタマーセンター
2022年度については、約99.8万件のご相談・お問い

合わせをいただきました。受付時間は平日・土日祝9:00～
18:00（年末年始を除く）です。

	お客様アンケート
お客様の満足度やご意見・ご要望を積極的にお聴きす

るために、年間600万人のお客様に対しアンケート調査を

実施し、約46万人の方からご回答をいただきました。
頂戴したご回答内容を分析し、商品・各種サービス、契

約手続きの品質の向上につなげています。

	ホームページ
お客様のご意見やご相談を24時間受け付ける機能と

して、ホームページ上に「ご相談・お問い合わせ」ページを
設けており、2022年度については、約1.1万件のご意
見、ご相談をいただきました。また、お寄せいただいた「お
客様の声」の受付件数、具体的なお申し出の内容、「お客
様の声」に基づく改善事例等を紹介しています。

お客様アンケート（2022年度）

契約の手続きに関する総合的な満足度

ご回答いただいた全種目（自動車保険、火災保険、超保険）のアンケート結果

「お客様の声」をお聴きする仕組み

大変不満 0.2%
どちらでもない

9.7%

やや不満 1.2%
不満 0.4%

大変満足
32.0%

満足
44.8%

やや満足
11.7%
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東京海上日動の経営について

	「お客様の声」を起点とした改善サイクル
営業・損害サービス窓口やお客様相談センター・カスタ

マーセンター等へいただいた「お客様の声」を、社内イント
ラネット上に設けた「お客様の声活用・提言システム」に登
録し、情報を一元化しています。

品質向上に向け積極的に「お客様の声」に耳をかたむ
け、分析の上、具体的な改善策を検討・策定、その改善策
を実行し、より高い品質をお客様にお届けするという改善
サイクルを回し続けることで、「お客様に“あんしん”をお届
けし、選ばれ、成長し続ける会社」を目指します。

■	全社的な課題の改善検討
商品・事務・システム等に関するご要望やご意見につい

ては、社員のみならず、複数名の消費者モニターや社外有
識者の視点もふまえ、担当部門において、改善に向けた
検討を行っています。

また、社外有識者や消費者代表等の社外委員を過半数
とする業務品質委員会（取締役会委員会）を設置していま
す。本委員会では、「お客様の声」に基づく業務改善、社会
の要請に沿った適正な業務運営、お客様に提供する品質
の確保等について、評価、提言を行っています。

■	お客様対応の品質の向上
お客様のご不満には、契約時の説明不足等、「お客様対

応」に関するものも少なくありません。
当社ではそうしたご不満の一つひとつに対して、最後ま

で責任をもって対応すると同時に、「お客様対応」の品質
の向上を図るための取り組みも積極的に行っています。

ご不満の申出があった場合には、社内で改善策の検
討・策定、注意喚起を行う等、同種のご不満の再発防止に
取り組んでいます。

当社の代理店においても、「お客様の声」の記録、代理
店内および当社との定期的な情報共有、改善に向けた取
り組みを行っています。当社と代理店が一体となって、「お
客様の声」を真摯に受けとめ、品質の向上に取り組んでい
ます。

■	「お客様の声」を活かす取り組みをお客様と共有
「お客様の声」を起点とした業務改善の取り組みについ

て、「お客様からの贈り物」としてまとめています。
今後とも、「お客様の声」をお客様からいただいた「贈り

物」として大切にし、「お客様に“あんしん”をお届けし、選
ばれ、成長し続ける会社」の実現に向けて取り組んでいき
ます。

「お客様に“あんしん”をお届けし、選ばれ、成長し続ける会社」
を目指して

「お客様の声」を経営に活かし、品質を追求する仕組み

お客様の声を起点とした改善サイクル
業
務
品
質
委
員
会

経
営

評価
提言

指示

共有

報
告

分析

お客様の声や 
その原因の分析

改善

改善策の実行

フィード
バック

お客様ご要望
ご意見

情報の一元化

お客様の声や 
対応状況を共有
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改善策の 
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（単位: 件数）

お客様の声区分 代表的な事例 2022年
4～6月

2022年
7～9月

2022年
10～12月

2023年
1～3月

2022年度
合計

ご
不
満

商品・サービス

証券・パンフレット関連 証券･パンフレットの内容がわかりにくい 310 283 320 304 1,217	

商品･サービス関連 商品･サービスの改善要望など 1,762 1,699 1,481 1,555 6,497	

　小計：商品・サービス合計 2,072 1,982 1,801 1,859 7,714	

お引き受け	:	契約手続き

契約の更新手続き 更新案内の送付遅延など 1,033 1,017 979 914 3,943	

契約内容の説明 契約内容の説明不足など 302 251 231 258 1,042	

　小計 1,335 1,268 1,210 1,172 4,985	

お引き受け	:	契約の管理

証券不備 証券内容の記載誤り 113 125 109 127 474	

証券未着 証券の送付遅延 16 17 26 22 81	

変更手続き 変更手続きの遅延など 929 858 791 867 3,445	

口座振替 口座振替ができなかったなど 128 124 116 134 502	

　小計 1,186 1,124 1,042 1,150 4,502	

お引き受け	:	対応･マナー

対応･マナー 電話応対･訪問マナー 449 432 435 457 1,773	

お引き受け	:	その他

上記に該当しないお引き受けに関するもの 10 4 8 11 33	

　小計：お引き受け合計 2,980 2,828 2,695 2,790 11,293	

保険金お支払い	:	保険金お支払い

連絡･対応 社員からの連絡遅れ、手続きについての説明不足 1,380 1,533 1,535 1,397 5,845	

お支払額 保険金のお支払いについての説明不足 670 632 632 657 2,591	

お支払いの可否 お支払いの可否 1,534 1,561 1,532 1,570 6,197	

　小計 3,584 3,726 3,699 3,624 14,633	

保険金お支払い	:	対応･マナー

対応･マナー 電話応対･訪問マナー 555 592 502 532 2,181	

保険金お支払い	:	その他

上記に該当しないお支払いに関するもの 14 10 5 6 35	

　小計：保険金お支払い合計 4,153 4,328 4,206 4,162 16,849	

個人情報に関するもの 65 38 42 62 207	

その他 53 45 39 31 168	

　ご不満合計 9,323 9,221 8,783 8,904 36,231	

ご要望 985 965 1,007 1,122 4,079

お褒め 1,873 1,865 1,881 1,992 7,611

合計 12,181 12,051 11,671 12,018 47,921	

2022年度｢お客様の声｣
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水災事故後に必要な当座資金として10万円を早期お支払い事例2

お客様の声 豪雨等で家屋が床上浸水となった場合、事故調査等で保険金の受け取りに時間がかかる。災害
後の当座の生活資金だけでもすぐに支払ってほしい。

改善内容 豪雨等によって大規模な水害や土砂災害が多発していることをふまえ、2022年10月1日以降始
期契約を対象として、建物や家財等の保険の対象が水災による損害を受け、損害保険金が支払
われる場合に、当座の生活資金として10万円（定額）を早期にお支払いする「水災初期費用補償
特約」を新設しました。本特約を水災による損害を補償する超保険契約および住まいの保険契約
に自動付帯しました。

第三者への賠償リスクなどの加入方法の拡大事例3

お客様の声 マイカーを持っていないため自動車保険には入っていないが、自転車を運転していて他人にケガ
をさせてしまった場合や、子どもが他人の物を壊して弁償しなくてはいけなくなった場合に備えた
補償に入りたい。

改善内容 個人賠償責任補償特約や弁護士費用特約は、自動車保険などにオプションで付帯する必要があ
りましたが、2022年10月1日以降始期の超保険契約を対象として、生命保険とセットでお引き受
け可能としました。

ドライブエージェントパーソナル（DAP）への居眠り運転等、警告機能搭載事例4

お客様の声 DAPに居眠り運転をした時に警告してくれる機能を搭載してほしい。

改善内容 DAPに、スマートフォン等を見ながらの下方わき見運転や居眠り運転に対する警告機能を追加し
ました。

会社ホームページからの各種契約変更手続き事例1

お客様の声 会社ホームページから各種契約変更手続きができるようにしてほしい。

改善内容 Web上での契約変更手続きは当社カスタマーセンターへお電話いただいたお客様のみがご利
用になれる仕組みでしたが、会社ホームページからいつでもご利用いただけるようにしました。

対象となる	
手続き

・ 自動車保険： 更新・解約・証券再発行手続き・住所変更・車両入替・年齢条件変更・運転者限定変更
・ 火災保険： 解約・証券再発行手続き
・ 超保険： 住所変更・車両入替・年齢条件変更・運転者限定変更・証券再発行手続き
※ 一部対象外の契約があります。

当社に寄せられた「お客様の声」をもとに、以下のような改善を行いました。

「お客様に“あんしん”をお届けし、選ばれ、成長し続ける会社」
を目指して

「お客様の声」に基づく改善事例
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「そんぽADRセンター」（手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関）
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会（以下

「損保協会」）と手続実施基本契約を締結しています。
損保協会では、損害保険に関する一般的な相談のほか、損害保険会社の業務に関連する苦情や紛争に対応する窓口

として、「そんぽADRセンター」（損害保険相談・紛争解決サポートセンター）を設けています。受け付けたお申し出につ
いては、損害保険会社に通知して対応を求めることで当事者同士の交渉による解決を促すとともに、当事者間で問題の
解決が図れない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から和解案を提示し、紛争解決
に導きます。

当社との間で問題を解決できない場合には、「そんぽADRセンター」に解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンターの連絡先は以下のとおりです。
ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）　0570-022808（受付時間：平日の午前9時15分～午後5時）
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

詳しくは、損保協会のホームページをご覧ください。（www.sonpo.or.jp）

※IP電話からは、以下の直通電話へおかけください。

相談窓口 直通電話
東京 03-4332-5241
近畿 06-7634-2321

「そんぽADRセンター」以外の紛争解決機関	
「一般財団法人	自賠責保険・共済紛争処理機構」

自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いをめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害者の保護を
図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構がありま
す。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者等で構成する紛争処理委員が、自賠
責保険（自賠責共済）の支払内容について審査し、公正な調停を行います。同機構が取り扱うのは、あくまで自賠責保険

（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いをめぐる紛争に限られますので、ご注意ください。
詳しくは、同機構のホームページ（www.jibai-adr.or.jp）をご参照ください。

「公益財団法人	交通事故紛争処理センター」
自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび審査

を行う機関として、公益財団法人 交通事故紛争処理センターがあります。全国11か所において、専門の弁護士が公正・
中立な立場で相談・和解のあっせんを行うほか、あっせん案に同意できない場合は、法律学者、裁判官経験者および弁護
士で構成される審査会に審査を申し立てることもできます。

詳しくは、同センターのホームページ（www.jcstad.or.jp）をご参照ください。

中立・公正な立場で問題を解決する損害保険業界に関連した紛争解決機関
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2022年度の事業概況

当社は、社会課題の解決を通じた成長を果たすべく、
「新たなマーケット創造」、「お客様ニーズに応える商品・
サービスの提供」、「損害サービス力のさらなる強化」お
よび「保険本業の収益力強化」に取り組み、積極的に事
業を推進しました。
「新たなマーケット創造」および「お客様ニーズに応え

る商品・サービスの提供」の取り組みとして、民間企業に
よる月面探査という新たな挑戦を支援するため、宇宙
保険のノウハウを活用し、月面探査専用の保険「月保
険」を開発しました。また、地球温暖化や気候変動を背
景に再生可能エネルギー事業への期待が高まるなか、
洋上風力発電事業の発展を支えるため、発電事業者向
けの保険に加え、工事請負業者や部品サプライヤー向
けの保険を開発しました。さらに、糖尿病患者が年々増
加し今や国民病のひとつともいわれるなか、糖尿病重
症化予防を支援するため、日々の健康管理や予防プロ
グラムを提供する保険を開発しました。
「損害サービス力のさらなる強化」に向け、デジタル

技術を活用した自然災害対応力の強化に取り組みまし
た。自然災害の被害状況を早期に把握し、お客様に迅
速に保険金をお支払いできるよう、衛星の製造や衛星
画像解析等を一貫して行う技術を有する海外の企業と
提携を開始し、天候や昼夜を問わず高精度かつ高頻度
に地球を観測する技術を損害サービスに活用しました。
また、本技術から得られた情報を被災地でボランティア
活動を行う団体に提供し、その活動を支援しました。
「保険本業の収益力強化」に向け、DX（デジタルトラン

スフォーメーション）を通じて業務効率化を図るととも
に、車両使用年数の長期化等を踏まえ、車両故障に対
する補償を新設するなど、自動車保険の補償やサービ

スを拡充しました。また、自然災害が多発・激甚化するな
かでも安定的に火災保険制度を運営していくために、
同保険の補償内容および料率の見直しを行いました。

	当年度業績
以上のように取り組んだ結果、2022年度の業績は

次のとおりとなりました。
保険引受収益2兆5,589億円、資産運用収益3,578

億円等を合計した経常収益は、2021年度に比べ
2,375億円増加し、2兆9,293億円となりました。一
方、保険引受費用2兆1,475億円、資産運用費用719
億円、営業費及び一般管理費3,433億円等を合計した
経常費用は、2021年度に比べ1,946億円増加し、2兆
5,672億円となりました。

この結果、経常利益は2021年度に比べ429億円、
13.4%増加し、3,621億円となりました。経常利益に特
別利益、特別損失、法人税及び住民税ならびに法人税
等調整額を加減した当期純利益は、2021年度に比べ
459億円、19.5%減少し、1,895億円となりました。

保険引受の概況は、次のとおりです。
正味収入保険料は2兆3,852億円と、火災保険等の

増収を主因として、2021年度に比べ4.2%の増収とな
りました。また、正味損害率は、自動車保険、火災保険
等の支払保険金の増加を主因として、2021年度に比
べ4.5ポイント上昇し、62.0%となりました。また、正味
事業費率は、2021年度に比べ0.2ポイント低下し、
31.7%となりました。保険引受損益は、正味収入保険
料が増加した一方、2022年6月に発生した関東地方を
中心とした雹災・台風14号・台風15号等の自然災害や
新型コロナウイルスに関する発生保険金が増加したこ

事業の経過および成果等

2022年度の世界経済は、2021年度から引き続き回復基調にありましたが、エネルギーの価格高騰や供給制約等
の影響から記録的な物価上昇に見舞われ、回復ペースは鈍化しました。わが国経済は、物価上昇の影響がみられまし
たが、新型コロナウイルスに係る制限が徐々に緩和され経済活動が正常化しつつあること等から、個人消費を中心に
緩やかに持ち直しました。

当社は、中期経営計画「成長への変革（“X”）と挑戦2023～『品質と想いで最も選ばれる会社』を目指して～」の達
成に向けて、積極的に事業を推進しました。

2022年度の取り組みの経過およびその成果は、次のとおりです。
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と等により、2021年度に比べ7億円減少し、1,164億
円となりました。

	保険引受の概況
火災保険：

家計分野における2022年10月料率改定前の新規
契約や中途更新の増加を主因として、正味収入保険料
は4,147億円と、2021年度に比べ14.8%の増収とな
りました。また、正味損害率は、2022年6月に発生した
関東地方を中心とする雹災・台風14号・台風15号等の
自然災害に係る支払保険金の増加を主因として、
2021年度に比べ4.0ポイント上昇し、63.4%となりま
した。

海上保険：
円安や物流基調（資源・原材料等の輸入価格の上昇）

等による増収を主因として、正味収入保険料は850億
円と、2021年度に比べ15.6%の増収となりました。ま
た、正味損害率は、正味収入保険料の増収を主因とし
て、2021年度に比べ8.0ポイント低下し、49.1%となり
ました。

傷害保険：
2021年度の新型コロナウイルスによる渡航者減少

からの回復による海外旅行保険の増収を主因として、
正味収入保険料は1,868億円と、2021年度に比べ
11.0%の増収となりました。また、正味損害率は、新型
コロナウイルスに関する支払保険金の増加を主因とし
て、2021年度に比べ6.1ポイント上昇し、59.0%となり
ました。

自動車保険：
2022年1月の料率改定等による保険料の単価減少

を主因として、正味収入保険料は1兆1,140億円と、
2021年度に比べ0.1%の減収となりました。また、正味
損害率は、2021年度の新型コロナウイルスの影響によ
る事故頻度減少の反動および2022年6月に発生した
関東地方を中心とする雹災による支払保険金増加を主
因として、2 0 2 1 年 度に比 べ 5 . 6ポイント上 昇し、
61.3%となりました。

自動車損害賠償責任保険：
2021年4月の料率引下げ等による減収を主因とし

て、正味収入保険料は2,132億円と、2021年度に比
べ3.0%の減収となりました。また、正味損害率は、支払
保険金の減少を主因として、2021年度に比べ3.1ポイ
ント低下し、77.7%となりました。

その他の保険：
その他の保険は、賠償責任保険、労働者災害補償責

任保険、費用利益保険等が主なものです。賠償責任保
険等の増収を主因として、その他の保険全体の正味収
入保険料は3,713億円と、2021年度に比べ6.1%の
増収となりました。また、正味損害率は、支払保険金の
増加を主因として、2021年度に比べ9.2ポイント上昇
し、58.3%となりました。

	資産運用の概況
2022年度末の総資産は9兆4,271億円、運用資産

は8兆5,391億円と、2021年度末に比べ、それぞれ
1,376億円、1.4%の減少、2,161億円、2.5%の減少
となりました。2022年度末の運用資産の主な項目とし
ては、有価証券が7兆6,696億円、預貯金が3,363億
円、貸付金が3,142億円となっています。

資産運用に関しては、健全な財務基盤の維持を目的
としたリスク管理のもと、資産の流動性と収益の安定的
成長を確保する方針で取り組みました。政策投資として
保有する株式については、資本効率の向上を目指して
引き続き売却を進めました。
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東京海上日動の経営について

	対処すべき課題
2023年度の世界経済は、物価の高止まりに加え、米

国金融機関の経営破綻にみられるようなこれまでの金
融引締めの影響の顕在化等により、米国や欧州が景気
後退に陥る懸念が高まっています。わが国経済は、経済
活動の正常化や政府による総合経済対策によって下支
えされるものの、世界経済鈍化の影響を受けて緩やか
な回復にとどまる見込みです。

当社は、長期ビジョン「お客様に“あんしん”をお届け
し、選ばれ、成長し続ける会社～100年後も良い会社

“Good Company”を目指して～」の実現に向け、積
極果敢に挑戦してまいります。2023年度は、現中期経
営計画の最終年度として、この達成に向け、積極的に
事業を推進してまいります。

当社は、保険の提供にとどまらず、事故の未然防止と
いった「事前」の領域、あるいは早期復旧・再発防止と
いった「事後」の領域を含め、トータルにサポートするソ
リューション・プロバイダーとしての機能を充実させてま
いります。こうした取り組みのひとつとして、防災・減災
が大きな社会課題となるなか、さまざまな業界から集結
した企業等とともに「防災コンソーシアム（CORE）」を
本格稼働させ、防災・減災に関する4要素（現状把握・対
策実行・避難・生活再建）の高度化に挑戦しています。
国・自治体等との連携を通じて防災・減災に寄与するソ
リューションを創出・社会実装し、災害に負けない強靭
な社会の実現を目指します。

当社は、「お客様の信頼をあらゆる活動の原点にお
く」という経営理念を掲げ、健全性と透明性の高いガバ
ナンス体制を基盤に、収益性と成長性を兼ね備えた企
業としてさらに発展していくため、全社を挙げて業務に
邁進してまいります。

（注） 金額等は記載単位未満を切り捨てて表示、増減率等の比率は小数第
2位を四捨五入し、小数第1位まで表示しています。

2022年度の事業概況
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2021年度 2022年度

正味収入保険料
（対前期増減率）

2,288,170百万円（      1.2%） 2,385,239百万円（      4.2%）

正味損害率 57.5% 62.0%

正味事業費率 31.9% 31.7%

保険引受利益（対前期増減率） 117,187百万円（     ー     ） 116,466百万円（ △0.6%）

経常利益（対前期増減率） 319,212百万円（ 103.0%） 362,113百万円（  13.4%）

当期純利益（対前期増減率） 235,471百万円（ 115.3%） 189,549百万円（ △19.5%）

単体ソルベンシー・マージン比率 843.3% 858.9%

総資産額 9,564,794百万円 9,427,112百万円

純資産額 2,944,012百万円 2,822,759百万円

その他有価証券評価差額 2,167,472百万円 1,973,746百万円

保
険
業
法
に
基
づ
く
債
権
の
状
況

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 1百万円 —

危険債権 — —

三月以上延滞債権 — —

貸付条件緩和債権 — 1,388百万円

正常債権 547,379百万円 585,440百万円

保険業法に基づく債権合計 547,380百万円 586,828百万円

資
産
の
自
己
査
定
結
果

Ⅱ分類 292,596百万円 177,570百万円

Ⅲ分類 2,362百万円 2,376百万円

Ⅳ分類 5,240百万円 80,845百万円

分類額計（Ⅱ+Ⅲ+ Ⅳ） 300,198百万円 260,793百万円

年 度

代表的な経営指標
2022年度	代表的な経営指標
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東京海上日動の経営について

正味収入保険料（対前期増減率）

正味損害率

正味収入保険料の推移 種目別構成比

2兆3,852億円（4.2%）

62.0%

正味収入保険料
　契約者から直接受け取った保険料（元受保険料）に、保険金支払負担平均化・分散化を図るための他の保険会社との保険契約のやり
とり（受再保険料および出再保険料）を加減し、さらに将来契約者に予定利率を加えて返れいすべき原資となる積立保険料を控除した 
保険料です。

正味損害率
　正味収入保険料に対する支払った保険金の割合のことであり、保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられるものです。具体的
には、損益計算書上の「正味支払保険金」に「損害調査費」を加えて、前述の「正味収入保険料」で除した割合をさしています。

8.9%

火災17.4%

傷害7.8%

海上3.6%

その他15.6%

自動車
損害

賠償責任

（単位 ： 億円）
25,000

23,000

21,000

0
2020年度 2021年度 2022年度

23,852

22,613 22,881
自動車
46.7%

正味損害率の推移

（単位 ： %）
80

50

0
2020年度 2021年度 2022年度

57.5 62.057.4

代表的な経営指標
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正味事業費率

経常利益（対前期増減率）

保険引受利益（対前期増減率）

当期純利益（対前期増減率）

正味事業費率の推移

経常利益の推移

保険引受利益の推移

当期純利益の推移

31.7%

3,621億円（13.4%）

1,164億円（△0.6%）

1,895億円（△19.5%）

正味事業費率
　正味収入保険料に対する保険会社の保険事業上の経費の割
合のことであり、正味損害率と同様に保険会社の経営分析や保
険料率の算出に用いられるものです。具体的には、損益計算書上
の「諸手数料及び集金費」に「営業費及び一般管理費」のうち保
険引受に係る金額を加えて、前述の「正味収入保険料」で除した
割合をさしています。

経常利益	
　正味収入保険料・利息及び配当金収入・有価証券売却益等
の経常収益から、保険金・満期返れい金・有価証券売却損・営
業費及び一般管理費等の経常費用を控除したものであり、経常
的に発生する取り引きから生じた損益を示すものです。

保険引受利益
　正味収入保険料等の保険引受収益から、保険金・損害調査
費・満期返れい金等の保険引受費用と保険引受に係る営業費
及び一般管理費を控除し、その他収支を加減したものであり、保
険本業における最終的な損益を示すものです。なお、その他収支
は自賠責保険等に係る法人税相当額等です。

当期純利益	
　経常利益に固定資産処分損益や価格変動準備金繰入額等の
特別損益・法人税及び住民税・法人税等調整額を加減したもの
であり、事業年度に発生したすべての取り引きによって生じた損
益を示すものです。
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東京海上日動の経営について

単体ソルベンシー・マージン比率の推移 総資産の推移

858.9% 9兆4,271億円

ソルベンシー・マージン比率
　巨大災害の発生や、保有資産の大幅な下落等、通常の予測を
超えて発生し得る危険に対する、資本金・準備金等の支払余カ
の割合を示す指標です。ソルベンシー・マージン比率は、行政当
局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために
活用する指標の1つであり、その数値が200%以上であれば「保
険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

総資産
　損害保険会社が保有する資産の総額であり、具体的には貸借
対照表上の「資産の部合計」です。損害保険会社の保有する資産
規模を示すものです。
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取得格付※ 	（2023年6月1日現在）

※ 最新の格付けは、東京海上ホールディングス（株）のホームページ（www.tokiomarinehd.com/ir/stock/rating.html）等でご確認ください。

S&P

ムーディーズ

A.M.Best

格付投資情報センター（R&I）

日本格付研究所（JCR）

（保険財務力格付）

（保険財務格付）

（財務格付）

（発行体格付）

（長期発行体格付）

安定的

安定的

安定的

安定的

安定的

A+
Aa3
A++
AA+
AAA

代表的な経営指標

単体ソルベンシー・マージン比率 総資産
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　損害保険会社が保有する資産の合計である「総資産額」から、責
任準備金等の「負債額」を控除したものが「純資産額」であり、具体的
には貸借対照表上の「純資産の部合計」です。損害保険会社の担保
力を示すものです。

その他有価証券評価差額
　「金融商品に係る会計基準（いわゆる時価会計）」により、保有有
価証券等については、売買目的、満期保有目的等の保有目的で区
分し、時価評価等を行っています。その他有価証券は、売買目的、満
期保有目的等に該当しないものであり、保有有価証券等の大宗を
占めています。この、その他有価証券の時価評価後の金額と時価評
価前の金額との差額（いわゆる評価損益）が、その他有価証券評価
差額です。財務諸表においては、税金相当額を控除した純額を、貸
借対照表上の純資産の部に「その他有価証券評価差額金」として計
上しています。

保険業法に基づく債権
　保険業法施行規則第59条の2第1項第5号ロに基づき開示してい
る債権の金額です。債権の価値の毀損の危険性、回収の危険性等に
応じて、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」「三月
以上延滞債権」「貸付条件緩和債権」「正常債権」の5つに区分されて
います。

自己査定
　損害保険会社としての資産の健全化を図るために、不良債権等に
ついては適切な償却・引当等の処理が必要です。自己査定は、適切
な償却・引当を行うために、損害保険会社自らが、保有資産につい
て価値の毀損の危険性等に応じて、保有資産を分類区分することで
す。具体的には、債務者の状況および債権の回収可能性を評価し
て、資産を回収リスクの低い方から順に、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの4段階に分類し
ます。このうち、Ⅰ分類は、回収の危険性または価値の毀損の可能性
について問題の無い資産です。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分類は、何らかの回収の危険
性または価値の毀損の可能性がある資産であり、これらの合計額が

「分類額計（Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）」です。

代表的な経営指標の用語説明

（単位 ： 億円）

❶保険引受収益 25,589 

❺保険引受費用 21,475

⓮保険引受に係る
　営業費及び一般管理費 2,930

⓯その他収支 △18

⓫特別損益 △992

⓬法人税等合計 732

❿+⓫–⓬=⓭
当期純利益 1,895

❶+❷+❸=❹
経常収益 29,293

❺+❻+❼+❽=❾
経常費用 25,672

❹–❾=❿
経常利益 3,621

❶–❺–⓮+⓯=⓰
保険引受利益 1,164

❷資産運用収益 3,578    

❻資産運用費用 719

❸その他経常収益 124

❼営業費及び一般管理費 3,433   
うち保険引受に係る
営業費及び一般管理費 2,930

❽その他経常費用 42

正味収入保険料 23,852
収入積立保険料 493
積立保険料等運用益 313
責任準備金戻入額 920
その他 10

正味支払保険金 13,520
損害調査費 1,275
諸手数料及び集金費 4,633
満期返れい金 1,500
契約者配当金 0
支払備金繰入額 525
その他 20

利息及び配当金収入 2,452
有価証券売却益 1,103
積立保険料等運用益振替 △313
その他 335

有価証券売却損 127
有価証券評価損 10
その他 581

決算の仕組み（2022年度）
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東京海上日動の経営について

コーポレートガバナンスの状況
コーポレートガバナンス態勢

当社は、お客様、株主、代理店、社員、地域・社会という各ステークホルダーに対する責任を果たすためコーポレート
ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付け、持株会社である東京海上ホールディングスが策定した「東京海
上ホールディングスコーポレートガバナンス基本方針」およびグループの「内部統制基本方針」に基づいた健全で透明
性の高いコーポレートガバナンス態勢を構築しています。

1.	取締役会・監査役会
取締役会は、2023年7月現在、社外取締役2名を含む

11名の取締役（任期1年）で構成されています。また、監
査役会は、社外監査役3名を含む5名の監査役で構成さ
れています。社外取締役および社外監査役と当社との間
には、特別な利害関係はありません。

2.	指名委員会・報酬委員会
親会社である東京海上ホールディングス株式会社は、

「東京海上ホールディングスコーポレートガバナンス基
本方針」に基づき、指名委員会および報酬委員会を設置
しています。両委員会は、原則として、委員の過半数を社
外委員とし、委員長は社外委員から選出します。両委員
会は、当社に関して次の事項を審議し、東京海上ホール
ディングス株式会社取締役会に答申します。
a）指名委員会
• 社長の選任・解任
• 取締役・監査役・執行役員の選任要件・解任方針
b）報酬委員会
• 社長の業績評価
• 取締役・執行役員の報酬体系および報酬水準

3.			内部統制システムの運用状況の概要
当社は、内部統制基本方針を定め、これに沿ってグ

ループ会社の経営管理、コンプライアンス、リスク管理、
監査役監査の実効性確保等を含む内部統制システムを
整備のうえ、業務の適正を確保するとともに企業価値の
向上に努めています。また、内部統制システムの整備お
よび運用状況については、モニタリングを実施し、取締
役会がその内容を確認しています。さらに、モニタリング
の結果等を踏まえて、内部統制システムの改善および強
化に継続的に取り組んでいます。

4.	社外・社内の監査態勢
■	社外の監査・検査

当社は社外の監査・検査として「会社法および金融商
品取引法に基づく監査法人による外部監査」および「保
険業法に基づく金融庁による検査」等を受けています。

当社の会計監査人はPwCあらた有限責任監査法人
です。
■	社内の内部監査態勢

当社では、内部監査について、「経営目標の効果的な
達成に資するために、内部管理態勢(ガバナンス、リスク・
マネジメントおよびコントロールの各プロセスをいい、 
内外の環境変化に対応した経営戦略の遂行状況を含
む。以下同様とする。)の適切性および有効性の検証、内
部管理態勢上の課題の指摘、その改善に向けた提言お
よび洞察の提供ならびにこれらを通した経営に資する助
言をフォワードルッキングな観点で行うものとする。」と
定義し、当社および当社が経営管理を実施している子会
社等の全業務・全組織等を対象に内部監査を実施してい
ます。内部監査結果については、取締役会等に報告して
います。また、内部監査の高度化に取り組んでいます。
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東京海上ホールディングス・東京海上日動のコーポレートガバナンス体制の概要

答申・報告

報告等

選任・解任選任・解任選任・解任

取締役会
（取締役）

経営会議

内部監査

監査

連携

監査役
（監査役会）

連携

内部監査部門

会計監査相当性
の判断

会
計
監
査
人

取締役会委員会

業務品質委員会

サステナビリティ委員会

リスク管理委員会

経営会議委員会執行部門

答申・報告

報告等

株 主 総 会

選任・解任選任・解任選任・解任

取締役会
（取締役）

経営会議

企画・管理部門内部監査

内部監査

監査

連携

監査役
（監査役会）

連携

内
部
監
査
部
門

会計監査相当性
の判断

会
計
監
査
人

会計監査

会計監査

株 主 総 会

東京海上日動

サービス部担当業務執行役員

サービス部

営業担当業務執行役員
損害サービス担当業務執行役員

営業部門 損害
サービス部門

エリア
サービス部

東京海上ホールディングス

（2023年7月1日現在）

経営管理・モニタリング

取締役会委員会

委員長： 遠藤　 信博（社外取締役）
委   員：   御立　 尚資（社外取締役）
 ロバート・フェルドマン
 （社外取締役）
 松山　　 遙（社外取締役）
 小宮　　 暁（取締役社長）

報酬委員会

内部統制委員会

委員長： 片野坂 真哉（社外取締役）
委   員： 大薗　 恵美（社外取締役）
 進藤　 孝生（社外取締役）
 永野　　 毅（取締役会長）
 小宮　 　暁（取締役社長）

指名委員会

執行部門

経営会議委員会
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東京海上日動の経営について

内部統制基本方針
当社は、会社法および会社法施行規則ならびに東京海上ホールディングス株式会社（以下、「東京海上HD」という。）

との間で締結された経営管理契約および東京海上HDが定めた各種グループ基本方針等に基づき、以下のとおり、内部
統制基本方針を定めます。

1.	東京海上グループにおける業務の適正を確保するための体制
（1） 当社は、東京海上グループ経営理念、東京海上HDとの間で締結された経営管理契約、「東京海上グループ　

グループ会社の経営管理に関する基本方針」をはじめとする各種グループ基本方針等に基づき、業務運営を
行う。
a.  当社は、事業戦略、事業計画等の重要事項の策定に際して東京海上HDの事前承認を得るとともに、各種グ

ループ基本方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況等を取締役会および東京海上HDに報告する。
b. 当社は、各種グループ基本方針等に基づき、子会社の経営管理を行う。

（2） 当社は、「東京海上グループ　資本配分制度に関する基本方針」に基づき、当社の資本配分制度の運営体制を
整備する。

（3） 当社は、「東京海上グループ　経理に関する基本方針」に基づき、当社の財務状態および事業成績を把握し、
株主および監督官庁に対する承認および報告手続ならびに税務申告等を適正に実施するための体制を整備
する。

（4） 当社は、「東京海上グループ　財務報告に係る内部統制に関する基本方針」に基づき、財務報告の適正性と信
頼性を確保するために必要な体制を整備する。

（5） 当社は、「東京海上グループ　情報開示に関する基本方針」に基づき、企業活動に関する情報を開示するため
の体制を整備する。

（6） 当社は、「東京海上グループ　ITガバナンスに関する基本方針」に基づき、ITガバナンスを実現するために必要
な体制を整備する。

（7） 当社は、「東京海上グループ　人事に関する基本方針」に基づき、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正
な人事および成果実力主義の徹底により、生産性および企業価値の向上の実現を図る。

2.	職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1） 当社は、「東京海上グループ　コンプライアンスに関する基本方針」に基づき、以下のとおり、コンプライアンス

体制を整備する。
a.  役職員が「東京海上グループ　コンプライアンス行動規範」に則り、事業活動のあらゆる局面においてコン

プライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。
b.  コンプライアンスを統轄する部署を設置するとともに、年度アクションプランを策定して、コンプライアンス

に関する取り組みを行う。また、コンプライアンスに関する事項について取締役会に提言・勧告等を行う機関
として、社外委員を過半数とする業務品質委員会を設置する。

c.  コンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等に関する研修を
実施して、コンプライアンスの周知徹底を図る。

d.  法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社
内外にホットライン（内部通報制度）を設け、その利用につき役職員に周知する。

（2） 当社は、「東京海上グループ　内部監査に関する基本方針」に基づき、被監査部門から独立した内部監査担当
部署を設置するとともに、内部監査に関する規程を制定し、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。

3.	リスク管理に関する体制
（1） 当社は、「東京海上グループ　リスク管理に関する基本方針」に基づき、以下のとおり、リスク管理体制を整備

する。
a.  リスク管理基本方針を定め、当社の事業遂行に関わる様々なリスクについてリスク管理を行う。
b.  リスク管理を統轄する部署を設置するとともに、リスク管理基本方針において管理対象としたリスク毎に管

理部署を定める。
c.  リスク管理についての年度アクションプランを策定する。
d.  取締役会直属の委員会としてリスク管理委員会を設置し、同委員会での論議を通じて全体的・総合的なリス

ク管理を推進する。
（2） 当社は、「東京海上グループ　統合リスク管理に関する基本方針」に基づき、統合リスク管理方針を定め、格付

けの維持および倒産の防止を目的とした定量的リスク管理を実施する。また、グループ全体の統合リスク管理
の一環として、保有リスク量とリターンの状況を定期的にモニタリングする。
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（3） 当社は、「東京海上グループ　危機管理に関する基本方針」に基づき、危機管理方針を定め、危機管理体制を
整備する。

4.	職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1） 当社は、経営管理契約に基づき、グループの経営戦略および経営計画に則って、事業計画（数値目標等を含

む。）を策定し、当該計画の実施状況をモニタリングする。
（2） 当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を

定めるとともに、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。
（3） 当社は、経営会議規則を定め、取締役、業務執行役員等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項につ

いて協議・報告を行う。
（4） 当社は（1）～（3）のほか、当社および子会社において、職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制を整備する。

5.	取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役および執行役員の職務の執行に係る
情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、保存および管理を行う。

6.	監査役の職務を補助すべき職員に関する事項
（1） 当社は、監査役の監査業務を補助するため、監査役直轄の監査役室を設置する。監査役室には、監査役の求め

に応じて、監査業務を補助するために必要な知識・能力を具備した専属の職員を配置する。
（2） 監査役室に配置された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必

要な情報の収集権限を有する。
（3） 当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。

7.	監査役への報告に関する体制
（1） 役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告を

行うとともに、当社またはグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に
著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。

（2） 当社は、子会社の役職員が、当社またはグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違
反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに、これらの者またはこれらの者から報
告を受けた者が、当社の監査役に報告を行う体制を整備する。

（3） 当社は、当社および子会社において、監査役に(1)または(2)の報告を行った者が、当該報告を行ったことを理
由として不利な取扱いを受けることがないよう、必要な体制を整備する。

（4） 役職員は、ホットライン（内部通報制度）の運用状況および報告・相談事項について定期的に監査役に報告を
行う。

8.	その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1） 監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べること

ができるものとする。
（2） 監査役は、重要な会議の議事録、取締役および執行役員が決裁を行った重要な稟議書類等については、いつ

でも閲覧することができるものとする。
（3） 役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。
（4） 内部監査担当部署は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。
（5） 当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証明し

たときを除き、これを支払うものとする。

9.	改廃
本方針の改定および廃止は、取締役会において決定する。ただし、軽微な修正は経営企画部長が行うことがで
きる。

以上
2006年5月12日制定
2021年4月1日改定
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東京海上日動の経営について

コンプライアンス推進態勢

コンプライアンスの徹底
当社は、お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点におき、「安心と安全」の提供を通じて、豊かで快適な社会生活と

経済の発展に貢献することを経営理念に掲げ、コンプライアンスの徹底を経営の基本に位置づけています。

また、当社では、東京海上グループ各社の全役職員が遵守すべきコンプライアンス行動規範「東京海上グループ コン
プライアンス行動規範」 を当社の「コンプライアンス行動規範」としています。

「当社が目指すコンプライアンスの姿とは、適正な業務運営による経営理念の実現であり、適正な業務運営の取り組み
は、当社社員の本来業務そのものである」という認識のもと、コンプライアンス態勢の強化を図り、全役職員がコンプライ
アンスの徹底に取り組んでいます。

当社の業務品質の維持向上を目的とする取締役会委員会として、社外委員を過半数とする業務品質委員会を設置して
います。

全社的なコンプライアンスを統括する部署として、業務品質部を設置しています。業務品質部では、コンプライアンスに
関する方針・社内規定・施策の推進などの役割を担う等コンプライアンスに関する事項を一元的に管理しています。

また、各部・支店のコンプライアンスの責任者は部・支店長と定め､各営業部・支店や損害サービス部には、支援・けん制
機能を担う「コンプライアンス・リーダー」を、また各サービス部には、主に推進機能を担う「コンプライアンス・キーパーソ
ン」を配置しています。さらに、地域（エリアサービス部）ごとに、部・支店におけるコンプライアンスの取り組みを支援・けん
制機能を担う「コンプライアンス・オフィサー」を配置しています。

なお、当社では、コンプライアンスの徹底のため、業務品質 部店実施計画、コンプライアンス・マニュアル、各種研修・モ
ニタリング等を策定・実施しており、また各種ホットライン制度を設置しています。

コンプライアンス宣言
当社は、お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点におき、「安心と安全」の提供を通じて、豊かで快適な社会生

活と経済の発展に貢献することを経営理念としており、コンプライアンスの徹底は当社の経営理念の実践そのも
のです。当社では遵守すべき重要な事項を「コンプライアンス行動規範」としてまとめています。私たち全役職員
はこの行動規範に則り、事業活動のあらゆる局面において、コンプライアンスの徹底を最優先とすることをここに
宣言いたします。

東京海上日動火災保険株式会社　取締役社長　広瀬 伸一

東京海上グループコンプライアンス行動規範（骨子）
■	法令等の徹底
 法令や社内ルールを遵守するとともに、公正で自由な競争を行い、社会規範にもとることのない誠実かつ公正な
企業活動を行います｡
■	社会との関係
社会、政治との適正な関係を維持します｡
■	適切かつ透明性の高い経営
業務の適切な運営をはかるとともに､透明性の高い経営に努めます｡
■	人権・環境の尊重
お客様、役職員をはじめ、あらゆる人の基本的人権を尊重します。また、地球環境に配慮して行動します｡
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コンプライアンスに関連する問題が発生した場合や発生のおそれがある場合等に報告・相談できる各種の「ホットライ
ン制度」を設けています。社外の弁護士事務所にもホットラインを設置して、相談者が利用しやすい手段を選べるよう配
慮しています。なお、当社の「ホットライン制度」は2022年6月施行の公益通報者保護法の改正に対応し、相談者の守秘
性への配慮や相談者が不利益な取り扱いを受けることがない運営を徹底するとともに、役職員等への周知、研修に努め
ています。

業務品質委員会
当社の業務品質の維持向上を目的として、お客様の声に基づく業務改善、社会の要請に沿った適切な業務運営、お客様

に提供する品質の確保について社外の視点から評価・提言を行っています。

コンプライアンスの取組状況
コンプライアンスの徹底にあたり、毎年度、取締役会において会社全体の業務品質取組方針を策定しています。その計画

に従って、各部・支店は、個別に実施計画を策定して、コンプライアンスの徹底に取り組んでいます。これらのコンプライアン
スの取組状況は、経営会議および取締役会に定期的に報告しています。

経営理念の実践（コンプライアンスの徹底）へ向けて
職員向けに業務品質に関するアンケートを実施し、目指す企業文化の浸透度や潜在的な課題の把握に努めています。ま

た、安心品質月間を設け、お客様が当たり前に期待する品質について各部・支店でディスカッションをする等、自らの日常業
務を振り返る機会としています。

モニタリング
各部・支店による自己点検

の他、「コンプライアンス・リー
ダー」や「コンプライアンス・オ
フィサー」による「モニタリン
グ」、各サービス部による「業
務分野別のモニタリング」、内
部監査部による「内部監査」、
監査役による「監査」等を組み
合わせて、さまざまな角度から
ルールの遵守状況を点検して
います。

研修
コンプライアンスの徹底・推進を目的と

して、全役職員を対象に「業務品質研修」
を行っています。階層別・職場別の集合研
修や社内の教育システム（e-Learning）
を使用した研修を、継続的に実施してい
ます。研修の内容に「コンプライアンス・マ
ニュアル」「コンプライアンス推進施策」の
基本的な項目から、「実務に即したケース
スタディ」までを盛り込むことにより、実効
性のある研修の実施に努めています。

ルールの周知
「コンプライアンス・マニュアル」を作成し

て、全役職員がいつでも参照できるようにし
ています。「コンプライアンス・マニュアル」に
は、①コンプライアンス宣言、経営理念、コン
プライアンス行動規範、②コンプライアンス
態勢、③問題を発見した場合の対応、④遵守
すべきルールとその解説を記載しています。
さらに、コンプライアンスの重要事項につい
ては、「経営理念」や各種方針（運営方針を含
む）と同様に、全役職員がいつでも確認でき
るよう社内イントラネットのトップページから
すぐにアクセスできるようにしています。

45東京海上日動の現状 2023



東京海上日動の経営について

反社会的勢力等への対応
当社は、「東京海上グループ 反社会的勢力等への対応に関する方針」に基づき、反社会的勢力等への対応に関する

方針を定め、反社会的勢力等に対する態勢整備と毅然とした対応に努めています。

反社会的勢力等への対応に関する方針（概要）
1.	基本的な考え方

当社は、経営理念およびコンプライアンス宣言に則り、反社会的勢力等との関係の遮断および不当要求等に
対する拒絶を経営理念の実践における基本的事項として位置づけ、適切な対応を行うことに努めます。

2.	対応方針
　反社会的勢力等に対し、以下の（1）から（5）に基づき対応します。

（1）組織としての対応
　反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、会社組織全体として対応し
ます。また、反社会的勢力等からの不当要求等に対応する役職員の安全を確保します。

（2）外部専門機関との連携
　反社会的勢力等からの不当要求等に備えて、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の
専門機関との緊密な連携関係の構築に努め、不当要求等が行われた場合には必要に応じ連携して対応します。

（3）取引を含めた関係の遮断
　反社会的勢力等とは、業務上の取引関係（提携先を通じた取引を含む）を含めて、一切の関係を持つことのない
よう努めます。また、反社会的勢力等からの不当要求等は拒絶します。

（4）有事における民事と刑事の法的対応
　反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

（5）裏取引や資金提供の禁止
　反社会的勢力等からの不当要求等が、当社の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏
取引は絶対に行いません。また、反社会的勢力等への資金提供は、リベート、利益上乗せ、人の派遣等、いかなる
形態であっても絶対に行いません。

3.	態勢整備
　反社会的勢力等との関係を遮断するために、以下の態勢を整備します。

（1）社内体制（報告・相談体制等）の整備
（2）研修活動の実施
（3）対応マニュアル等の整備
（4）警察等外部専門機関との連携　等

コンプライアンスの徹底
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利益相反取引等の管理
当社では、「東京海上グループ 利益相反取引等の管理に関する方針」に則り、お客様の利益が不当に害されることの

ないように、利益相反取引等の管理に努めています。

東京海上グループ	利益相反取引等の管理に関する方針（概要）
1.	利益相反取引等
　｢利益相反取引等｣とは、東京海上グループが行う取引等のうち、以下のものをいいます。

（1）お客様の利益と東京海上グループの利益とが相反するおそれのある取引
（2）お客様の利益が東京海上グループの他のお客様の不利益となるおそれのある取引
（3） 東京海上グループが保有するお客様に関する情報をお客様の同意を得ないで利用する取引（本邦における

個人情報保護法または東京海上グループ会社に適用されるその他の法令等の規定に基づく、あらかじめ特
定された利用目的に係る取引を除きます。）

（4） 上記（1）から（3）までに掲げるもののほか、東京海上グループのお客様の保護および東京海上グループの信
用維持の観点から特に管理を必要とする取引その他の行為

2.	利益相反取引等の管理の態勢
　持株会社である東京海上ホールディングスは、東京海上グループの利益相反取引等の管理に関する事項を 
一元的に管理します。また、東京海上日動火災保険株式会社は、利益相反取引等の管理を統轄する部署を設置す
るなど、法令等に従い必要な態勢整備を行います。

3.	利益相反取引等の管理の方法
　東京海上グループは、利益相反取引等の管理を、以下の方法により実施してまいります。
■   東京海上グループ各社が利益相反取引のおそれがある取引等を行おうとする場合には、事前に東京海上ホー

ルディングスに報告することとします。
■   東京海上ホールディングスでは、報告された取引等について、お客様の利益を不当に害するまたは害する可能

性があると判断した場合には、以下の方法による措置を講じます。
（1） 当該取引を行う部門と当該取引に係るお客様との他の取引を行う部門を分離する方法
（2） 当該取引または当該取引に係るお客様との他の取引の条件または方法を変更する方法
（3） 当該取引に伴い、当該取引に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該取引に係

るお客様に適切に開示する方法
（4）  当該取引等に伴い、東京海上ホールディングスおよび東京海上グループ会社が保有するお客様に関する情

報を利用することについて、当該お客様の同意を得る方法
（5） 当該取引または当該取引に係るお客様との他の取引を中止する方法　
（6） その他、東京海上ホールディングスが必要かつ適切と認める方法

4.	利益相反取引等の管理態勢の検証
　東京海上ホールディングスは、東京海上グループの利益相反取引等の管理態勢の適切性および有効性につい
て定期的に検証してまいります。
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個人情報の保護
当社は、お客様の住所・氏名・契約内容等の情報について、業務上必要な範囲内において、適法で公正な方法によ

り取得しています。その情報については、保険契約の引き受け・管理、適正な保険金の支払い、お客様のニーズにあった
保険商品・サービスのご案内等のために利用しています。

また、当社では「個人情報の保護に関する法律」および関連ガイドライン等に基づき、社内諸規程を整備し、社内およ
び代理店の教育、モニタリングを行い、情報管理の徹底に取り組むとともに、日々、態勢の改善に努めています。

お客様の個人情報のお取扱いに関しては下記の「個人情報のお取扱いについて」を定め、当社ホームページ（www.
tokiomarine-nichido.co.jp）で公表しています。

個人情報への対応

個人情報のお取扱いについて（プライバシーポリシー）
弊社は、お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点に置き、「安心と安全」の提供を通じて、豊かで快適な社会生活と経済の発展に貢献することを目指して

います。このような理念のもと、弊社は、個人情報取扱事業者として、「個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）」、「行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「マイナンバー法」といいます。）」その他の法令、金融分野における個人情報保護に関す
るガイドラインその他のガイドライン、一般社団法人日本損害保険協会の「損害保険会社に係る個人情報保護指針」および東京海上グループ　プライバ
シーポリシーを遵守して、以下のとおり個人情報ならびに個人番号および特定個人情報（以下「特定個人情報等」といいます。）を適正に取り扱うとともに、安
全管理について適切な措置を講じます。また、弊社は、お預かりしている個人情報および特定個人情報等が業務上適切に取り扱われるよう、弊社代理店およ
び弊社業務に従事している者等への指導および教育の徹底に努めます。なお、以下に記載の内容についても適宜見直しを行い、改善に努めていきます。

※本プライバシーポリシーにおいて、「個人情報」および「個人データ」は、特定個人情報等を除くものをいいます。
1.	個人情報の取得について
（特定個人情報等につきましては下記「9.特定個人情報等の取扱いについて」をご覧ください。）
弊社は、業務上必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を取得します。
(1)本人からの取得

弊社は、保険契約の申込書、保険金請求書、取引書類、付帯サービスの提供、アンケートなどを通じて個人情報を取得します。
また、各種ご連絡やお問い合わせ、ご相談等に際して、内容を正確に記録するために、通話内容の録音などにより個人情報を取得することがあります。

(2)本人以外からの取得
弊社は、東京海上グループ各社、業務委託先、取引先等その他の第三者からまたは公開されている情報を元に、個人情報を取得する場合があります。
弊社が本人以外から個人情報を取得する具体例は以下のとおりです。

• 提供元の例：一般財団法人民事法務協会、株式会社ゼンリン
• 取得する個人情報の項目の例：登記事項証明書記載の建物の構造の情報等、住宅地図等

　弊社は、個人データを第三者から取得する場合には、当該取得に関する事項（どのような提供元から、どのような個人データを取得したか、提供元の
第三者がどのように当該データを取得したか等）について確認・記録します。

2.	個人情報の利用目的について
（特定個人情報等につきましては下記「9. 特定個人情報等の取扱いについて」をご覧ください。）
弊社では、以下に記載された目的ならびに下記「5. グループ会社および提携先企業との共同利用について」および「6. 情報交換制度等について」に掲げ

る目的（以下「利用目的」といいます。）に必要な範囲内で個人情報を利用します。
(1) 損害保険商品、生命保険商品、投資信託等弊社が取り扱う金融商品ならびに弊社が取り扱うその他の商品およびサービス（以下総称して「弊社商品・

サービス」といいます。）の案内、募集および販売、ならびにそれらに付帯、関連するサービスの案内、提供および管理
(2)保険契約の申し込みに係る適正な引受の審査
(3)弊社商品およびサービスならびにそれらの付帯サービスの履行、維持管理および更新
(4)保険料の通知、請求および返戻
(5) 保険事故の受付および相談対応、事故に関する各種専門業者に係る情報の提供、各種専門業者の仲介、斡旋および紹介、ならびに保険事故に係る損

害、事故原因の調査
(6)保険事故その他の危険の発生を防止もしくは軽減を図るための調査、分析および助言
(7) 適正な保険金、給付金および返戻金の支払い、保険金請求に係る保険事故の調査、ならびに保険金、給付金等の支払事由の調査（関係先への照会お

よび連携を含みます。）
(8)保険金等の不正請求その他の不適正事案の防止および排除
(9)国内外の再保険会社との再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(10)販売基盤（代理店等）の新設および維持管理
(11)確定拠出年金制度の受託に係るコンサルティング業務および運営管理業務
(12)ライフプランニング、個人の財産形成に係るコンサルティング業務
(13)融資の審査ならびに融資契約の締結、履行および管理
(14)弊社が有する債権債務の管理および債権の回収
(15)各種イベント、キャンペーンおよびセミナーの案内ならびに各種情報の提供
(16)弊社または弊社代理店が提供する商品、サービス等に関するアンケートの実施
(17) 市場調査、個々のお客様に係る情報の集約および当該情報の照合を含むデータ分析、アンケートの実施等による新たな商品およびサービスの研究

および開発、ならびに既存の弊社商品・サービスの品質向上
(18) お客様の閲覧履歴・購買履歴・属性等の情報を分析して実施する、お客様の興味関心に応じた弊社商品・サービスの広告宣伝、ならびにお客様のニー

ズに適合した保険募集人の推薦および紹介
(19)東京海上グループ各社および提携先企業等が取り扱う損害保険、生命保険、コンサルティング等の商品およびサービスの案内
(20) お客様の閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して実施する、お客様の興味関心に応じた東京海上グループ各社および提携先企業等が取り扱う商

品・サービスの広告宣伝
(21)情報システム、情報資産および業務用財産の保全、ならびに弊社施設の安全管理
(22)弊社社員の採用に係る面接、試験等の選考手続、選考結果の連絡、採用時の諸手続
(23)他の事業者から個人情報の処理を委託された場合の委託業務の遂行
(24) 他の事業者、研究機関等と共同して行う研究、新たな商品およびサービスの開発、ならびに既存の弊社商品・サービスの品質向上（個々のお客様に

係る情報の集約および当該情報の照合を含むデータ分析を行う場合を含みます。）
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(25) お客様に関する保険契約情報、事故情報等を用いたリスクの分析、予測に基づく、お客様のリスクに応じた適切な弊社商品・サービスの提案
(26)問い合わせおよび依頼等への対応、ならびに弊社の業務および弊社商品・サービスに関する情報提供
(27)上記(1)から(26)に関する業務内容および手続の改善
(28) その他、上記(1)から(27)に付随する業務の遂行、各種リスクの把握および管理その他お客様とのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に

履行するために行う業務の遂行、ならびに持株会社による東京海上グループ各社の経営管理および共通重複業務
利用目的は、お客様にとって明確になるよう具体的に定め、ウェブサイト等で公表します。また、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努め、申込

書、パンフレット等に記載します。さらに、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ウェブサイト等に公表します。
利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うときは、個人情報保護法第18条第3項各号に掲げる場合を除き、ご本人の同意を得るものと

します。
3.	個人データの第三者への提供について
（特定個人情報等につきましては下記「9. 特定個人情報等の取扱いについて」をご覧ください。また、弊社は、外国にある第三者に対して個人データを提

供することがありますが、詳細はこちら（www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/about/policy/teikyo.html）をご覧ください。）
(1)弊社は、次の場合を除いて、ご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供しません。
• 法令に基づき提供が許容される場合
• 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
• 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
•  国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同

意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
•  当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合（当該個人データを取り

扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除きます。）
•  弊社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合（下記「4. 個人データおよび特定個人情報等の取扱いの委託」をご覧ください。）
• 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
•  弊社のグループ会社および提携先企業との間で共同利用を行う場合（下記「5. グループ会社および提携先企業との共同利用について」をご覧ください。）
• 損害保険会社等との間で共同利用を行う場合（下記「6. 情報交換制度等について」をご覧ください。）
• 国土交通省との間で共同利用を行う場合（下記「6. 情報交換制度等について」をご覧ください。）
(2) 弊社は、法令で定める場合を除き、個人データおよび個人関連情報を第三者に提供した場合（個人関連情報の第三者提供については提供先で個人

データとして取得されることが想定される場合）には当該提供に関する事項（どのような提供先に、どのような個人データを提供したか等）について記
録します。

(3) 弊社は、第三者から受領した個人関連情報を、弊社が保有する他の情報と結びつける等して個人情報として利用することがあります。この場合、ご本
人の同意を取得するなど、個人情報保護法および関連するガイドラインに従った適切な対応を行います。

4.	個人データおよび特定個人情報等の取扱いの委託
弊社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データおよび特定個人情報等の取扱いを外部に委託することがあります。弊社が外部に個人データ

および特定個人情報等の取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定めて適切な委託先を選定し、委託契約を締結し、委託先における個人データの
取扱い状況を含む情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

弊社では、例えば次のような業務に関連して、個人データの取扱いを委託しています。
（（4）については特定個人情報等を含みます。）
(1)保険契約の募集に関わる業務
(2)保険金支払いその他の損害サービス業務
(3)情報システムの保守および運用に関わる業務
(4)支払調書等の作成および提出に関わる業務
(5)保険契約の付帯サービスの提供に関わる業務

5.	グループ会社および提携先企業との共同利用について
（特定個人情報等につきましては共同利用を行いません。）
弊社は、東京海上グループ各社および提携先企業との間で、以下のとおり個人データを共同利用します。
(1)利用目的

上記2. (1)から(28)記載の利用目的と同様
(2)個人データの項目

住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容および事故状況、保険金支払状況等の内容、ドライ
ブレコーダーの記録内容、保険対象物件に関連する構造・使用状況・地形・気象・災害等のデータ、位置情報、購買履歴、ウェブサイトの閲覧履歴、バイタ
ルデータ、健康診断結果・レセプト・治療・投薬等のデータ、職業上の経歴・保有資格等、経済状況・家計・資産運用に関連するデータ

(3)共同利用する事業者等
• グループ会社：

東京海上ホールディングスのグループ会社はこちら（www.tokiomarinehd.com/company/about/）をご覧ください。
東京海上日動のグループ会社はこちら（www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/group/group.html）をご覧ください。
日新火災海上保険のグループ会社はこちら（www.nisshinfire.co.jp/company/）をご覧ください。 
東京海上日動あんしん生命保険のグループ会社はこちら（www.tmn-anshin.co.jp/company/corp/profile/al_group/）をご覧ください。 
東京海上日動ファシリティーズのグループ会社はこちら（www.tkn-f.co.jp/company/index.shtml）をご覧ください。 

• 提携先企業：
弊社が個人データを共同利用している提携先企業はございません。

(4)個人データ管理責任者
東京海上日動火災保険株式会社（住所および代表者の氏名等については会社概要のページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/
about/outline/）をご覧ください。）
※ 以上の内容は、弊社業務に従事している者の個人情報、特定個人情報等、匿名加工情報および仮名加工情報については対象としていません。また、

特定個人情報等につきましては共同利用を行いません。
6.	情報交換制度等について
（特定個人情報等につきましては情報交換制度等の対象外です。）
(1) 弊社は、保険契約の締結または保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために、損害保険会社等との間で、個人データを共同利用します。
※詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のウェブサイト（www.sonpo.or.jp/）をご覧ください。
(2) 弊社は、自賠責保険に関する適正な支払いのために、損害保険料率算出機構との間で、個人データを共同利用します。
※詳細につきましては損害保険料率算出機構のウェブサイト（www.giroj.or.jp）をご覧ください。
(3) 弊社は、損害保険代理店の委託および監督ならびに弊社の職員採用等のために、損害保険会社等との間で、損害保険代理店等の従業者に係る個人

データおよび一般社団法人日本損害保険協会が実施する損害保険代理店試験の合格者等の情報に係る個人データを、以下の5つの制度において共
同利用します（いずれも、詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のウェブサイト（www.sonpo.or.jp/）をご覧ください。）。

1. 特研生情報制度
2. 代理店廃止等情報制度（2013年6月末日までに取得した個人データを対象とします。）
3. 合格者情報等の取扱い
4. 代理店登録・届出の電子申請等における個人情報の取扱い
5. 募集人・資格情報システムの登載情報の取扱い
また、弊社は、保険募集人の適格性および資質を判断する参考等とするために、代理店廃止等情報制度および廃業等募集人情報登録制度において、損害
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個人情報への対応

保険会社等および生命保険会社等との間で、保険募集人に係る個人データを共同利用します（2013年7月1日以降に取得した個人データを対象とします。）。
(4) 弊社は、原動機付自転車および軽二輪自動車の自賠責保険の無保険車発生防止を目的として、国土交通省が自賠責保険契約期間を満了していると

思われる上記車種のご契約者に対し契約の締結確認のはがきを出状するため、上記車種の自賠責保険契約に関する個人データを国土交通省へ提供
し、同省を管理責任者として同省との間で共同利用します。

※詳細につきましては国土交通省のウェブサイト（www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/other/privacy.html）をご覧ください。
7.	信用情報の取扱いについて

信用情報に関する機関（ご本人の借入金返済能力に関する情報の収集および弊社に対する当該情報の提供を行うものをいいます。）から提供を受けた情
報につきましては、保険業法施行規則第53条の9に基づき、返済能力の調査の目的に利用目的が限定されています。

弊社は、これらの情報につきましては、ご本人の返済能力に関する調査の目的以外には利用しません。
8.	センシティブ情報の取扱いについて

弊社は、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活に関する情報（本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関
等、個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者もしくは同法施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、および、本人を目視し、もしくは
撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。）を、個人情報保護法その他の法令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用ま
たは第三者に提供しません。
9.	特定個人情報等の取扱いについて

特定個人情報等は、マイナンバー法により利用目的が限定されており、弊社は、その目的を超えて取得・利用しません。
弊社は、マイナンバー法で認められている場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供しません。

10.	ご契約内容および事故に関するご照会について
ご契約内容および保険金の支払内容に関するご照会については、保険証券に記載の弊社営業店または代理店もしくは最寄りの弊社営業店または代理店

にお問い合せください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応します。
11.	個人情報保護法に基づく保有個人データおよび特定個人情報等に関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等について

個人情報保護法に基づく保有個人データおよび特定個人情報等に関する事項の通知、開示（第三者提供記録の開示を含む）・訂正等・利用停止等に関す
るご請求（以下「開示等請求」といいます。）については、下記「14. お問い合わせ窓口」にご請求ください。ご請求者がご本人であることをご確認させていただ
くとともに、弊社所定の書式にご記入いただいたうえで手続を行い、後日回答します。利用目的の通知請求および開示請求については、弊社所定の手数料を
いただきます。

開示等請求の詳細につきましてはこちら（www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/about/policy/kaiji.html）をご覧ください。
12.	安全管理措置について

弊社では、個人データおよび特定個人情報等の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データおよび特定個人情報等の安全管理措置を講じます。具
体的な安全管理措置の内容につきましてはこちら（www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/about/policy/kanri.html）をご覧ください。
13.	仮名加工情報・匿名加工情報の取扱いについて

弊社は、仮名加工情報および匿名加工情報を適正に取り扱います。仮名加工情報および匿名加工情報の取扱いの詳細につきましてはこちら（www.
tokiomarine-nichido.co.jp/company/about/policy/kakou.html）をご覧ください。
14.	お問い合わせ窓口

弊社は、個人情報、特定個人情報等、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。）および匿名加工情報の取扱いに関する苦情およびご相談に対し適切か
つ迅速に対応します。

弊社の個人情報、特定個人情報等、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。）および匿名加工情報の取扱いならびに個人データ、特定個人情報等お
よび匿名加工情報の安全管理措置に関するご照会、ご相談は、下記までお問い合わせください。

また、弊社からのEメール、ダイレクトメール等による新商品、サービスのご案内について、ご希望されない場合は、下記のお問い合わせ先までお申し出くだ
さい。ただし、保険契約の維持および管理、保険金のお支払等に関する連絡は対象となりません。

＜お問い合わせ先＞
東京海上日動火災保険株式会社　カスタマーセンター
電話 0120-065-095

（受付時間： 午前9時～午後5時 土日祝日および年末年始を除く）
住所および代表者の氏名等については会社概要のページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/about/outline/）をご覧ください。

15.	認定個人情報保護団体について
弊社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人日本損害保険協会および一般社団法人日本クレジット協会の対象事業者です。各協会では、対象事業

者の個人情報、特定個人情報等、仮名加工情報（個人情報であるものを除く）および匿名加工情報の取扱いに関する相談および苦情を受け付けております。
＜お問い合わせ先＞
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター（損害保険相談・紛争解決サポートセンター）
所在地 〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町2-105　ワテラスアネックス7階
電話 03-3255-1470

（受付時間： 午前9時～午後5時 土日祝日および年末年始を除く）
ウェブサイトアドレス（www.sonpo.or.jp/）
一般社団法人日本クレジット協会（融資業務について）
電話 03-5645-3360

（受付時間： 午前10時～12時 午後1時～4時 土日祝日および年末年始を除く）
ウェブサイトアドレス（www.j-credit.or.jp/）

16.その他
（1）インターネットにおける情報収集について

上記のほか、弊社ウェブサイトにおける情報収集についてはこちら（www.tokiomarine-nichido.co.jp/guideline/cookie/）をご参照ください。
（2）米国カリフォルニア州居住者の個人情報について

カリフォルニア州居住者の個人情報の取扱いはこちら（www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/about/pdf/privacy_policy.pdf）をご参照く
ださい。

2022年4月1日改定
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勧誘方針
勧誘方針

当社では以下の勧誘方針を定め、適正な金融商品の販売・勧誘に努めています。

お客様への販売・勧誘にあたって
お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます。

■	保険その他の金融商品の販売にあたって
•   お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に

勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
•   特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
•   お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
•   お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な

説明に努めます。

■	各種の対応にあたって
•   お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
•   保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。
•   お客様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます。

•   保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法
律、その他の関係法令等を遵守します。

•   適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
•   お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理
をいたします。

•   未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観
点から適切な募集に努めます。

***
以上の方針は「金融サービスの提供に関する法律」（平成12年法律第101号）に基づく弊社の「勧誘方針」です。
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募集制度
全国に約4万5千店ある当社の代理店は、保険の専門家として、お客様のニーズに応じた商品や親身できめ細かな

サービスを提供する大切な役割を担っています。当社と代理店はお互いに連携し、「安心と安全」を提供していくことを通
じ、お客様にご満足いただけるよう品質の向上に努めます。

募集制度

	代理店の役割と業務内容
代理店は損害保険会社との間で締結した代理店委託

契約に基づき、保険会社に代わって、お客様との間で保
険契約を締結し、保険料を領収することを基本的な業務
としています。代理店の最も大切な役割は、各種保険
サービスを提供し、お客様を危険からお守りすることで
す。そのために、お客様との密接なコミュニケーションを
通じて「安心と安全」のニーズを的確に把握し、充実した
各種保険サービスの提供をより一層心がけています。ま
た、災害や事故が発生した際には、一刻も早く保険金が
支払われるよう、保険金のご請求についてのアドバイス
をするなど、暮らしを守るためのコンサルタントとしてお
客様からのご要望に応えています。

	代理店登録
代理店が募集を行うためには、保険業法第276条に基

づき、内閣総理大臣の登録を受けることが必要です。ま
た、募集を行う募集人については、保険業法第302条に
基づき、内閣総理大臣に届け出を行うことが必要です。

	代理店数
当社の代理店数は下表のとおりです。

（各年度末時点）

2020年度 2021年度 2022年度

46,936店 45,920店 44,761店

代理店教育

			損害保険募集人一般試験
一般社団法人日本損害保険協会では、各募集人が保

険商品に関する知識を確実に身につけ、お客様ニーズに
応じたわかりやすい説明を行うことができるよう、「損害
保険募集人一般試験」を実施しています。本試験制度は、

損害保険の基礎やコンプライアンス等に関する「基礎単
位」と、「自動車保険」「火災保険」「傷害疾病保険」の商品
知識や説明方法等に関する「商品単位」により構成され
ており、いずれも5年ごとの更新制となっています。

本試験制度では、「基礎単位」に合格しなければ代理店
登録または募集人届出ができないこととされています。ま
た、各募集人が取り扱う保険商品に応じた「商品単位」に
合格しなければ、当該保険商品の取り扱いができないこ
ととされています。

当社は、各募集人のさらなる業務知識の向上に向けて
本試験制度を活用しており、必須単位の取得推進に取り
組んでいます。

	損害保険大学課程
損害保険大学課程とは、損害保険募集人一般試験に

合格した各募集人向けに、損害保険の募集に関する知
識・業務のさらなるステップアップを図るための制度とし
て、一般社団法人日本損害保険協会が創設したもので
す。損害保険大学課程には、損害保険の募集に関連の深
い専門知識を修得するための「専門コース」と、専門コー
スの認定取得者がより実践的な知識・業務スキルを修
得するための「コンサルティングコース」があります。

試験に合格し、所定の認定要件を充たす者は、認定申
請により、専門コースの認定取得者は「損害保険プラン
ナー」として、コンサルティングコースの認定取得者は「損
害保険トータルプランナー」として認定されます。

	当社独自の学習プログラム
当社は、きめ細かい良質のサービスをお客様に提供で

きる募集人を育成するため、商品内容・損害サービス・
コンプライアンス等の業務知識に関する幅広い学習プロ
グラムを提供しています。その中でも、基本的な商品知識
については、商品販売開始の前に募集人が必ず受講しな
ければならない学習メニューとして提供しています。各募
集人は各プログラムを代理店オンラインシステム等を通
じて学習可能です。
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	インシュアランス・プランナー制度
当社は、多様化するお客様ニーズに対応し、適切な保険提案ができるコンサルティング力の高い代理店従業員の育

成を目的に、「インシュアランス・プランナー制度」を設けています。
「インシュアランス・プランナー制度」は、最長2年間当社へ出向し、本店主催IP研修や地区単位での研修を通じて、コ

ンプライアンスの取り組みの徹底、業務品質の確保を軸とし、保険商品の専門知識やコンサルティング販売手法などを
段階的かつ体系的に学ぶとともに、出向元代理店が担当するマーケットでの実践を通じた育成を図ることで、代理店の
組織体制の強化をバックアップします。

当社の損害保険募集人の資質向上を目指した取り組み	

インシュアランス・プランナーの教育・研修体系

日本損害保険協会が運営 東京海上日動が運営 
当社独自の学習プログラム

•   幅広いコースを用意
　・ 安心品質、コンプライアンス
　・ 商品知識
　・ 損害サービス
　・ 代理店オンラインシステム操作
　・ 次世代モデル・タブレット操作
　・ 代理店オフィス業務
•   代理店オンラインシステムで学習可能

損害保険募集人一般試験
•   募集人としての基本的な資質を確保するための

試験で、保険募集を行う際の必須要件
•   5年ごとの更新制

•   保険商品等に関する知識・能力を確保するため
の試験で、保険商品を取り扱うための必須要件

•   5年ごとの更新制

基
礎
単
位

商
品
単
位

損害保険大学課程
•   専門コース
•   コンサルティングコース

導入研修
(新卒者
研修)

本店主催 
IP研修

商品知識、周辺知識の習得のための「Web知識研修」 
（ライブ配信とオンデマンド配信）

学んだ知識を営業で活用するための「オンラインスキル研修」 
（ライブ配信）

営業部店・課支社の独自研修開催、セミナー参加、案件やプロジェクトごとの個別（同行）支援、各種資格取得

TNet操作・見積書・設計書の作成方法、 
事務まわりの業務手順などを習得する「事務研修」

（オンデマンド配信）
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			リスク管理基本方針およびリスク管理委員会
当社では、業務の健全性と適切性を確保し維持するこ

とを目的に「リスク管理基本方針」を定め、当社のリスク
管理に関する基本的な事項を明確化するとともに、リス

ク管理全般を推進するために取締役会委員会として「リ
スク管理委員会」を設置しています。
「リスク管理基本方針」に基づき、当社の業務遂行に伴

い発生するリスクを特定し、各リスクについて個別に「リ

当社におけるリスクは、事業ポートフォリオの分散をグローバルに進めていることや、経営環境の変化などを受けて、
一層多様化・複雑化してきています。そのような中で、あらゆるステークホルダーの視点に立ったリスク管理を実施する
ことは経営の重要な課題であると認識しています。

こうした観点から、東京海上グループでは、リスク軽減・回避等を目的とした従来型のリスク管理にとどまらず、リスク
を定性・定量の両面のアプローチから網羅的に把握した上で、これらのリスク情報を有効に活用して会社全体の「資本」・

「リスク」・「リターン」を適切にコントロールするERM態勢の強化に取り組んでいます。
当社でも、ERM態勢の強化を通じた統合的なリスク管理を行うことで、健全性を確保しつつ、再保険の活用等により

限られた資本を有効に活用して収益性（資本効率）の向上を図っています。
※ERM: Enterprise Risk Management

リスクベース経営（ERM※）態勢の強化

リスク管理態勢

リスク管理

監 査 役
監査役会

統合リスク管理

資産運用リスク

流動性リスク

オペレーショナルリスク等

危機管理

取締役会

経営会議

子
会
社
等
経
営
リ
ス
ク

法
務
リ
ス
ク

事
故・災
害・犯
罪
リ
ス
ク

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク

不
動
産
投
資
リ
ス
ク

人
事
労
務
リ
ス
ク

情
報
漏
え
い
リ
ス
ク

市
場
流
動
性
リ
ス
ク

レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク

事
務
リ
ス
ク

信
用
リ
ス
ク

資
金
繰
り
リ
ス
ク

市
場
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ス
ク

保
険
引
受
リ
ス
ク

リ
ス
ク
主
管
部

リスク管理委員会

リスク管理部（リスク管理委員会事務局）

リ
ス
ク
管
理
部

リ
ス
ク
管
理
部

リ
ス
ク
管
理
部

経
理
部

業
務
品
質
部

I
T
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画
部

業
務
品
質
部

法
務
部

広
報
部
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務
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事
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画
部

経
営
企
画
部

リスク管理
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スク管理方針」および主管部署（リスク主管部）を定め、リ
スクの洗い出しおよび特定、リスクの評価、リスクの制
御、コンティンジェンシー・プランの策定、リスクのモニタ
リングという一連のプロセスを通じてリスク管理を実施
しています。リスクの洗い出しおよび特定は、エマージン
グリスク※も含めて実施しています。

また、当社の財務の健全性、業務継続性等に極めて大
きな影響を及ぼすリスクは、「重要なリスク」として特定・
評価の上、管理計画を策定して対応しています。これらは
リスク管理委員会で審議するとともに、取締役会等に報
告を行っています。
※エマージングリスク

 環境変化等により、新たに現れてくるリスクであって従来リスクとして認識
していないリスクおよびリスクの程度が著しく高まったリスク

	統合リスク管理方針
当社では、格付の維持と倒産防止の観点ならびに当社

およびその子会社・関連会社全体での資本の有効活用
を図る観点から、｢統合リスク管理方針｣に基づき、資本・
リスクを一元的に管理する統合リスク管理を行っていま
す。なお、統合リスク管理は当社を含む東京海上グループ
全体で運営しており、この枠組みの中で当社の統合リス
ク管理態勢を整備しています。

当社およびその子会社・関連会社が保有するリスクに
ついて、所定のリスク保有期間および信頼水準に基づ
き、発生する可能性がある潜在的な損失額を定量化して
います。定量化の手法としてはバリューアットリスク

（VaR）というリスク指標を採用しています。定量化された
リスクをもとに各事業分野に資本を配分するとともに、そ
の範囲内で適切な事業運営を行っています。リスクが顕
在化した場合においても資本の範囲内で損失を吸収で
きるよう、適切にリスクをコントロールしています。

また、大規模な自然災害や金融市場の混乱等、経済的
損失が極めて大きいと想定しているシナリオを用いたス
トレステストを実施することにより、事業継続の検証を行
い、資本の十分性および資金の流動性に問題がないこと
を確認しています。

	危機管理方針
当社では、お客様・代理店等のステークホルダーとの

関係に重大な影響が生じる、または当社業務に著しい支

障が生じるような緊急事態が発生した場合の基本方針
として、「危機管理方針」を定めています。

緊急事態が発生した場合は、この「危機管理方針」に
基づき社長を本部長とする対策本部を設置する等、緊急
事態下で必要な情報収集と具体的な対応策の企画・立
案・指示・実施を行う態勢としています。

	個別リスク管理
｢リスク管理基本方針｣で定める個別のリスクの中で

も、特に保険引受リスクと資産運用リスクについては、収
益の源泉としてコントロールするリスクであると認識し、
リスクとリターンのバランスを勘案したリスク管理を行っ
ています。また、事務リスク、システムリスク等事業活動に
付随して発生するリスク（オペレーショナルリスク等）の管
理としては、そのリスクの所在を明らかにし、リスクの発
現防止、軽減等を行っています。

上記により、当社全体として適切なリスク管理を実践
し、経営の安定化を図っています。

1.	保険引受リスク
保険引受リスクは①商品の開発・改定に際して、適切

な保険約款・保険料率の設定が行われないなど、商品開
発改定等に関するリスク②個別の保険契約の引き受けが
当社の引受方針等に則って行われないなど、個別契約引
受に関するリスク③再保険等の適切な手配が行われない
などの再保険等に関するリスクの3つからなります。

当社では、商品の開発・改定や個別契約の引受条件設
定にあたり、商品部門において、統計等の情報および合
理的な手法等に基づいて適正な保険約款、保険料率、リ
スク評価基準等を設定しています。そして商品の開発・
改定後の販売環境や収支の状況等をふまえ、必要に応じ
て保険料率水準を見直すなど、適切な対応策を実施して
います。リスク管理部門は、独立した立場からこれらを確
認・検証しています。

また、当社では、再保険等の手配により、引き受けたリ
スクの平準化または分散を図っています。再保険につい
ての詳細はP75をご参照ください。
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リスク管理

2.	資産運用リスク
資産運用リスクは①市場リスク②信用リスク③不動産

投資リスクの3つからなります。①市場リスクは金利・有
価証券の価格・為替相場の変動、②信用リスクは信用供
与先の財務状況の悪化・信用力の変化、③不動産投資
リスクは賃料等の変動に起因する不動産から生じる損益
の変動や不動産の価格変動に伴い、それぞれポートフォ
リオの価値が下落するリスクをいいます。

当社では、取締役会にて制定した「資産運用リスク管
理方針」に基づき、運用部門から独立したリスク管理部門
が、定性・定量の両面から資産運用リスク管理を実施し
ています。

具体的には、運用部門が市場環境等をふまえて策定す
る資産運用計画について、リスク管理部門はその内容を
リスク管理の観点から検証するほか、運用部門が投資可
能商品や各種限度額等について明文化する「運用ガイド
ライン」を策定するにあたっては、リスク管理部門はその
内容を確認し、承認を行うなど、運用部門に対してけん
制機能を発揮しています。

また、リスク管理部門では、「運用ガイドライン」を含め
た各種規程等の遵守状況をモニタリングし、重要性に応
じて取締役会への報告を行っています。

3.	オペレーショナルリスク等
	流動性リスク
流動性リスクは、①市場流動性リスク②資金繰りリスク

の2つからなります。①市場流動性リスクは、市場の混乱
等により市場において取り引きができなかったり、通常よ
りも著しく不利な価格での取り引きを余儀なくされたりす
ることにより損失を被るリスクをいいます。②資金繰りリ
スクは、当社の財務内容の悪化等を原因として資金流出
の増加もしくは資金流入の減少が生じることにより当社
が債務を履行できなくなるリスク、または、資金の確保に
あたり、通常よりも著しく高いコストでの調達もしくは著し
く低い価格での資産売却を余儀なくされることにより、 
損失を被るリスクをいいます。

	事務リスク
社員・代理店等の業務上のミスや不正等により、当社

が不利益を被るリスクをいいます。

	システムリスク
情報システムに関して、その停止または誤作動、不正

使用、セキュリティ対策の不備等が原因となって、当社が
直接、間接を問わず、損失を被るリスクをいいます。

	情報漏えいリスク
役員・社員・代理店等の不適正な事務処理等により、

お客様情報や機密情報が漏えいし、当社が損失を被るリ
スクをいいます。

	法務リスク
事業活動に関連して発生する可能性がある①法令等

を遵守しないことにより当社が損失を被るリスク②法的
紛争の発生により当社が損失を被るリスク③法令等の新
設・変更により当社が損失を被るリスクをいいます。

	レピュテーショナルリスク
当社および当社業務に密接な関係を有するものに関

する否定的な評価・評判が流布されることにより、当社
の信用やブランド価値等が損われ、結果的に不利益を被
るリスクをいいます。

	事故・災害・犯罪リスク
事故・災害・犯罪に起因して、当社または当社の業務

遂行に必要な者等の生命・身体・資産・情報・信用・
業務遂行能力に被害を受けることにより、当社が損失を
被るリスクをいいます。

	人事労務リスク
①必要な人材の確保または育成が十分でないこと②

人事運営に関する不満に起因する社員の士気の低下③
不適切な労務管理に起因する社員またはスタッフの士気
の低下または心身の健康障害により、当社の円滑な業務
運営が阻害されるリスクをいいます。

	子会社等経営リスク
子会社等の事業活動に伴う各種リスクをいいます。
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1.			第三分野に係る責任準備金の積み立ての適切性
を確保するための考え方
保険業法第121条第1項第1号に基づき、保険計理人

は第三分野保険を含む各種保険の責任準備金が健全な
保険数理に基づいて積み立てられているかどうかを確認
しています。この確認は、関係法令のほか公益社団法人
日本アクチュアリー会が定める「損害保険会社の保険計
理人の実務基準」に基づき行っています。また長期（保険
期間1年超）の第三分野保険に関しては、将来の保険事
故発生率に不確実性があることから、平成10年大蔵省
告示第231号に基づくストレステストを担当部署（商品部
門）が実施し、リスク管理部門および保険計理人がその
テスト結果を検証することで、責任準備金の十分性を確
認しています。

2.			ストレステストにおける危険発生率等の設定水準
の合理性および妥当性

ストレステスト実施においては、平成10年大蔵省告示
第231号に基づき社内規則を設け、実施基準を定めてい
ます。

具体的には、ストレステストにおける危険発生率は、発
生率の実績を基礎として将来10年間に見込まれる支払
保険金を99%の信頼度でカバーする水準としています。

3.		ストレステストの結果（危険準備金の額）
ストレステストの結果、長期の第三分野保険の2022

年度末（令和4年度末）責任準備金は不足していないこと
が確認されたため、ストレステストに基づく危険準備金の
追加積み立ては行っていません。

第三分野保険に係る責任準備金の積み立ての適切性について
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資産運用方針
当社の資産運用は、安全性、収益性および保険金等の支払いに備えた流動性のみならず、社会・公共性に資するよう

な資産運用を行っています。
そのため、資産・負債総合管理（ALM: Asset Liability Management）を軸として、保険商品の特性を踏まえた適

切なリスクコントロールのもとで、長期・安定的な収益確保および効率的な流動性管理を目指した取り組みを行ってい
ます。

保険負債対応資産
お客様に保険金をお支払いする商品の運用については、保険負債対応資産として、保険商品の持つ負債特性や、将来

の保険金を確実にお支払いするための収益性・流動性などを踏まえた、中長期的に目指すポートフォリオを軸とした運用
を行っています。具体的には、金利スワップ取引等も活用して保険負債が抱える金利リスクを適切にコントロールしつ
つ、高格付債券を中心とした一定の信用リスクをとる運用を行っています。また、外国証券やオルタナティブ投資等も活
用しながら、国内外でのリスク分散と運用手法の多様化を図ることで、中長期的な収益確保を目指しています。

積立勘定資産
満期返れい金という形でお客様にお支払いする商品については、その積立資産を積立勘定資産として他の資産と区

分し、厳格なALM運用により金利リスクを円金利資産で適切にコントロールし、安定的な剰余の価値（運用資産価値―
保険負債価値）の拡大を目指しています。

その他の資産
その他の資産の運用については、運用収益を安定的に拡大し、財務基盤の健全性確保を図りつつ、総合的に当社の企

業価値の向上に資することを目指しています。特に、取引関係の強化を図る目的で保有している政策株式については、
保険取引面も含めた経済合理性およびグループ資本への影響などを踏まえ、総量削減に努めています。

なお、当社は「国連責任投資原則（PRI）」の署名および「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れを表明し、ESG
（環境・社会・企業統治）に配慮した投資活動を進めるとともに、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づ
く建設的な「目的を持った対話」等を通じて、当該企業の企業価値の向上や毀損防止に努め、持続的成長を促す取り組み
を行っています。

資産運用

資産運用リスク管理態勢
当社では、資産運用リスク管理を適切に行うために、運用部門から独立したリスク管理部門がけん制機能を発揮する

態勢としています。リスク管理部門では、定性・定量の両面から市場リスクや信用リスク等を把握しており、個別投融資
案件の審査、大口与信先へのリスク集積を回避するための与信管理、リスク量の上限管理等、適切なリスク管理を行っ
ています。また、継続的に資産運用リスク管理態勢の強化、手法の高度化にも取り組んでいます。
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情報開示
情報開示

当社は、お客様・株主・社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様の当社に対する理解を促進し、適正に
ご評価いただくために、当社に関する重要な情報（財務的・社会的・環境的側面の情報を含む）の公正かつ適時・適切
な開示に努めています。

	東京海上日動ホームページ

www.tokiomarine-nichido.co.jp

当社ホームページでは、商品・サービス・お手続き･当社
情報などを公開しています。

すべての皆様にわかりやすく、便利なホームページを目
指して、日々改善に努めながら、これからもさまざまな情
報を発信していきます。

		東京海上日動公式SNS
当社公式SNSでは、お客様に「安心・信頼感」「親しみや

すさ」を感じていただけるよう、当社のさまざまな取り組み
をご紹介しています。

公式Instagram
www.instagram.com/tokiomarine_official/

公式Facebook
www.facebook.com/tokiomarine.nichido 
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東京海上日動の経営について

	ディスクロージャー資料
当社は「お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点にお

く」との経営理念に基づき、保険本業の強化を通じ、「安心
と安全」を提供することにより、豊かで快適な社会生活と
経済の発展に貢献することを目指しています。ステークホ
ルダーの皆様に当社の事業活動について幅広くご理解
いただくために、毎年「東京海上日動の現状」を作成して
います。

また、当社の持株会社である東京海上ホールディング
スでは、ステークホルダーの皆様向けに「統合レポート（東
京海上ホールディングス ディスクロージャー誌）」を作成
しています。

		東京海上グループ	
サステナビリティレポート
東京海上グループでは、サステナビリティの取り組み

を、あらゆるステークホルダーの皆様にご報告することを
目的として、コミュニケーションツールを作成しています。

「サステナビリティレポート」（PDF版）は、当社のサステナ
ビリティ戦略をデータとともに詳しくまとめたもので、パ
ソコンやタブレットからでも閲覧しやすいA4横のPDF版
で作成しています。

情報開示
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サステナビリティの考え方
当社の事業活動は、多くのステークホルダーの皆様からのご支持があってこそ成り立つものです。当社では、サステ

ナビリティの取り組みは「経営理念の実践」そのものであるととらえ、「東京海上グループ サステナビリティ憲章」に基
づきサステナビリティを徹底的に実践していくことで、ステークホルダーの皆様に提供する価値を高めていきたいと考
えています。

東京海上グループ	サステナビリティ憲章

東京海上グループでは、サステナビリティを実践するための行動指針として、「東京海上グループ サステナビリティ憲
章」を定めています。

東京海上グループ	サステナビリティ憲章

以下の行動原則に基づいて経営理念を実践し、社会とともに持続的成長を遂げることにより、「企業の社会的責任
（CSR）」を果たします。

「持続可能な開発目標（SDGs）」は、世界が2030年に向けて、貧困や飢餓、エネルギー、技術革新、気候変動等の課題を解決
し、持続可能な発展を実現するための目標です。
東京海上グループは、あらゆる事業活動を通じて、気候変動や自然災害、人口動態変化、技術革新、格差拡大等の課題解決に
取り組んでおり、これからも、ステークホルダーの皆様と連携・協働し、保険・リスクマネジメントの専門性を活かし、SDGsの達
成に貢献していきます。

商品・サービス
•   広く社会の安心と安全のニーズに応

える商品・サービスを提供します。

地域・社会への貢献
•   地域・社会の一員として、異なる国や

地域の文化や習慣の多様性を尊重
し、時代の要請にこたえる社会貢献
活動を積極的に推進します。

人間尊重
•   すべての人々の人権を尊重し、人権

啓発に積極的に取り組みます。
•   安全と健康に配慮した活力ある労働

環境を確保し、人材育成をはかります。
•   プライバシーを尊重し、個人情報管

理を徹底します。

コンプライアンス
•   常に高い倫理観を保ち、事業活動の

あらゆる局面において、コンプライア
ンスを徹底します。

地球環境保護
•   地球環境保護がすべての企業にとっ

て重要な責務であるとの認識に立
ち、地球環境との調和、環境の改善
に配慮して行動します。

コミュニケーション
•   すべてのステークホルダーに対して、

適時適切な情報開示を行うとともに
対話を促進し、健全な企業運営に活
かします。
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東京海上グループは、「持続可能な開発目標（SDGs）」
達成にも貢献するべく、国連グローバル・コンパクト

（UNGC）が提唱する行動10原則に賛同するなど、グ
ループ経営理念と共通する国内外のイニシアティブへの
参加を通じ、さまざまなステークホルダーとともに、安心・
安全でサステナブルな未来づくりを推進しています。

主な参加イニシアティブ
UNGC、国連環境計画・金融イニシアティブ持続可能な
保険原則、国連が支援する責任投資原則、国連防災機関
民間セクター・アライアンス、Partnership for Carbon 
Accounting Financials （PCAF）、自然関連財務情報
開示タスクフォース（TNFD）、生物多様性のための
30by30アライアンス、CDP、環境省・21世紀金融行動
原則など

外部イニシアティブへの参加

当社では、取締役会委員会として「サステナビリティ委
員会」を設置し、サステナビリティに関する重要課題の方
針、計画、取組状況などについて審議しています。また、
経営企画部サステナビリティ室では、サステナビリティ主
要課題の特定やサステナビリティ戦略の策定・推進を行

うほか、各部店におけるサステナビリティの推進役「サス
テナビリティキーパーソン」とともに、本業を通じた社会
課題解決や地球環境保護、社員の社会貢献活動参加率
延べ100%達成を含む全社員参加型のサステナビリ
ティ取り組みの推進をサポートしています。

東京海上グループは、環境基本方針・人権基本方針を
2021年12月に制定し、環境・人権課題の解決や価値共
創に向けた取り組みを推進するとともに、環境・社会に対
して負の影響を与えるリスクを適切に把握・管理してい
ます。その運用にあたり、環境・社会に対するリスクの性
質、重大性、ステークホルダーからの要請等をふまえ、 
リスクを洗い出し、当該リスクが発生する可能性の高い

セクターを特定しています。また、ビジネスパートナーの
皆様とともに、公平・公正な取引や人権尊重、環境保護、
情報セキュリティ等に取り組んでいくための行動規範で
ある、責任ある調達に関するガイドラインを制定し、 
バリューチェーン全体を通じて責任ある調達および調達
慣行を推進しています。

サステナビリティ推進体制

東京海上グループ	サステナビリティ関連方針

サステナビリティの考え方

環境基本方針
www.tokiomarinehd.com/sustainability/environment/

環境・社会リスクへの対応方針
www.tokiomarinehd.com/sustainability/management/
environmental_social_risks.html

人権基本方針
www.tokiomarinehd.com/sustainability/management/
humanrights.html

責任ある調達に関するガイドライン
www.tokiomarinehd.com/sustainability/management/
environmental_social_risks.html#anc-02

Taskforce on Nature-related 
Financial Disclosures
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安心・安全をお届けする

当社は「サステナビリティ・トランスフォーメーション（SX※）の実現」を掲げ、「全員参加型」で社会課題の解決に取り組
んでいます。「お客様や地域社会の“いざ”をお守りする」という当社のパーパスを念頭に、ステークホルダーの皆様とと
もに「安心・安全をお届けする」「地球を守る」「人を支える」ことで、脱炭素社会への移行推進等の社会課題解決と成長
の好循環を生み出していきます。
※サステナブルな社会への移行を支援し、自らも変革する企業として掲げるもの

サステナビリティの取り組み

	産学連携による自然災害リスク研究

当社は産学連携研究成果の発表やマルチステークホ
ルダー会合を通じた提言を行うなど、国内外で防災推進
に取り組み、産学連携による自然災害リスク研究を通じ
て、安心・安全でサステナブルな社会づくりに貢献してい
ます。

■	気象災害リスクに関する研究
東京海上グループは、中長期的な気候変動に対する

具体的な対策として、また将来にわたって安定的に商品・
サービスを提供するために、次の研究機関と連携し、気
象災害リスク研究と研究成果の社会還元を推進してい
ます。

研究対象 共同研究機関 研究内容

気象災害
（台風･豪雨･

洪水）

東京大学
大気海洋研究所

独自に開発した「確率台風
モデル」等を用いて、台風
の将来変化に関する研究
に取り組んでいます。

名古屋大学
宇宙地球環境

研究所

気候変動による降水の変
化について、高解像度気
象モデル等を用いて分析
を行っています。

京都大学大学院 
工学研究科 
防災研究所

洪水リスク評価のため、降
雨流出モデルを用いて、
気候変動による河川流量
の将来変化を予測してい
ます。

■	地震・津波リスクに関する研究
当社は、2011年7月、災害に負けないまちづくりに貢献

したいとの思いから、東北大学と産学連携協定を締結し、 
地震・津波リスク研究を推進しています。

この協定は、地震・津波のリスク評価関連研究におい
て、研究開発や人材育成等の相互協力が可能な事項につ
いて連携を行うものです。2011年度には研究助成を行
い、2012年度からは、東北大学災害科学国際研究所

（IRIDeS）に地震津波リスク評価（東京海上日動）寄附研
究部門を開設して研究を推進し、その成果をさまざまな媒
体を通じて広く社会に発信しています。

研究領域 研究内容

地震津波リスク 
評価研究等

より信頼性の高い被害推定や発生確率
を加えた津波リスク評価手法の開発、海
岸林の津波防災効果の研究、防災ISO推
進等

防災教育・ 
啓発活動

社会全体の防災・減災力向上に向けた
情報発信・提言活動、ぼうさい授業教材
の監修、防災啓発グッズの開発

東北地方太平洋沖地震津波シミュレーション図
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	災害に負けない社会づくり

東日本大震災の津波により、かつて潮風や飛砂、山か
らの風を防ぎ、農作物や人々の暮らしを守っていた宮城
県沖の海岸林は、壊滅的な被害を受けました。当社は、
人々の暮らしに重要な役割を果たす海岸林の再生活動と
して、名取市沿岸における公益財団法人オイスカの「海岸
林再生プロジェクト」、亘理郡亘理町における特定非営利
活動法人わたりグリーンベルトプロジェクトの「わたりグ
リーンベルトプロジェクト」を支援しています。

これまでに寄付金等の支援のほか、29回のボランティ
アツアーを主催し、2022年度末までにグループ社員やそ
の家族等延べ約400人が参加し、植栽や草刈り等の手入
れのお手伝いをしました。

■	地域の防災・減災につなげる取り組み
赤い羽根共同募金を推進する中央共同募金会と提携

し、お客様がお住まいの都道府県における防災・減災活
動等をサポートする取り組みを行っています。

具体的には、当社の火災保険（トータルアシスト住まい
の保険）に加入いただいたお客様が、保険の契約時に
Web約款またはWeb証券をご選択いただいた場合に
削減される費用の一定割合を、
当社が赤い羽根共同募金に寄
付する取り組みです。

	子どもたちに対する安心・安全の啓発活動

■	ぼうさい授業
東日本大震災をはじめとする大地震・津波の教訓をふ

まえ、2012年より小学生の防災意識を啓発する出前授
業を実施しています。

これは、リスクコンサルティング業務を通じて得た専門
知識を子どもたちにわかりやすく伝え、地震や津波から身
を守るための気づきとしてもらうことを目的としています。

2022年度末までに延べ約1,100回、小学校や特別支
援学校などで実施し、約77,000名の児童生徒の皆さん
が授業を受けました。

■	だいじょうぶキャンペーンへの協賛
「だいじょうぶキャンペーン」は、毎日新聞社が事務局と

なり、“防犯・防災・交通安全”をテーマに、地域住民・企業・
自治体・警察・消防と協力して、「安心・安全な街」をつくる
ための運動です。

当社は、本キャンペーンがスタートした2007年度より
協賛し、2011年度から当キャンペーンの一環として「地
域安全マップ※教室」を開催しています。2022年度は、全
国2ヵ所の小学校の子どもたちを対象にオンラインで開
催しました。

今後もこうした取り組みを通じて、地域の「安心・安全」
に貢献していきます。
※「地域安全マップ」とは

立正大学小宮教授が発案したもので、犯罪が起こりやすい場所を見極める
ための2つのキーワード「入りやすい」「見えにくい」に照らし合わせ、危険な場
所を示したものです。

海岸林再生プロジェクト
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地球を守る

	活動の方針
当社は、経営理念に掲げる「地球環境保護」の実践の

ため、「環境理念」と「環境方針」を定め、持続的発展が可
能な社会の実現に向けて全社員で取り組んでいます。

東京海上日動
環境理念・環境方針

東京海上日動火災保険株式会社の環境理念・環境方針は以下
の通りとする。

【環境理念】
地球環境保護を経営理念の一つに掲げる東京海上日動は、地球
環境保護が現代に生きるすべての人間、すべての企業にとって
重要な責務であるとの認識に立ち、企業活動のあらゆる分野で、
全社員が地球環境との調和、環境の改善に配慮して行動し、ス
テークホルダーと共に持続的発展が可能な社会の実現に向けて
取り組みます。

【環境方針】
東京海上日動は、以下の環境方針を定め、すべての事業活動を
通じてその実現に取り組みます。

（1）保険事業を通じた地球環境保護と生物多様性の保全
　   保険商品、損害サービス、金融サービス等の事業活動におい

て、地球環境保護と生物多様性の保全に寄与し得るよう努
めます。

（2）環境負荷の低減
　   資源・エネルギーの消費や廃棄物の排出による環境への負荷

を認識し、省資源、省エネルギー、低炭素、資源循環、自然共生
およびグリーン購入をバリューチェーン全体の視点で推進し、
環境負荷の低減に努めます。

（3）環境関連法規の遵守
　   環境保全に関する諸法規および当社の同意した環境保全に

関する各種協定を遵守します。
（4）継続的環境改善と汚染の予防
　   目的・目標を設定し、取組み結果を見直すことにより継続的

に環境を改善し、環境汚染の予防に取り組みます。
（5）環境啓発活動と社会貢献活動の推進
　   社内外に対して、環境保護に関する情報の提供、コンサル

ティング、啓発・教育活動を推進するとともに、良き企業市民
として地域・社会貢献活動を推進し、環境保護の促進に努め
ます。

この環境方針は全社員に通知して徹底するとともに、一般に公開
します。

2015年7月1日改定
東京海上日動火災保険株式会社

環境担当役員

	環境負荷削減の取り組み

■	「Green	Gift」プロジェクト
当社は、お客様や代理店とともに

進める環境保護活動として、2009
年度より「Green Gift」プロジェクト
を推進しています。これは、お客様
が、ご契約のしおり（保険約款）等を
冊子ではなくホームページによる閲覧を選択された場
合、紙資源の削減額の一部を国内外のNGO、NPOへ寄
付を行い、マングローブ植林事業やアマモ場の保全・再
生活動等、環境保護活動に役立てるものです。

■	気候変動・生物多様性・湿地の保全への対応
当社は、1999年からNGOとともにマングローブ植林

を継続しています。植林地9ヵ国の人々が植えたマング
ローブの森は1万ヘクタールを超え、多様な生物たちの

「棲み家」やみどりの防波堤を創り出しています。20年間
の植林で生み出されたマングローブの森の経済価値は、
累計1,185億円に達しています。2019年10月には、20
周年を記念し、国連「SDGsの目標14の達成に向けた海
洋行動コミュニティ」に参画するとともに「マングローブ価
値共創100年宣言」を発表しました。また、一年に一度マ
ングローブ植林ツアーを実施し、グループ社員、代理店、
その家族が植林地を訪れています。

また、「海」を取り巻く環境においてはさまざまな課題（海
水温上昇、海洋酸性化、プラスチックごみ問題、酸素濃度
の低下、海洋資源の減少）があるとされています。 
当社はこれらの課題を解
決するため、CO2吸収・固
定、生物多様性保全等、マ
ングローブと同様の効果
があるとされているアマモ
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の保全・再生活動を2022年から新たに開始しました。
2022年11月には、横浜・みなとみらいで社員・代理店やそ
の家族約100名がアマモの種まき活動に参加しました。

当社のこのような環境への取り組みは、社外からも評
価されており、2008年11月には環境省より「エコ・ファー
スト企業」の認定を、2010年12月には当社自動車保険※

が、金融商品として初めて「エコマーク」の認定を受け、そ
の後も継続してそれらの認定を受けています。
※「トータルアシスト自動車保険」「TAP」「超保険（自動車に関する補償）」「フ

リート事故削減アシスト特約」

■	子どもたちへの環境教育
当社は、グループ社員・代理店が小学校・特別支援学

校や環境イベント会場で講師を務め、マングローブの特
性を題材に「地球温暖化防止・生物多様性保護」をテーマ
とした授業を行い、あわせて「自分たちで環境を守るため
に出来ること」を考える「みどりの授業」を2005年から実
施しています。2022年度末までに、全国で約59,000人

に対して延べ約900回の授業を実施しました。
参加した子どもたちからは、「リサイクルに出せるもの

は、しっかり出して物はむやみに捨てないことを心掛けた
い」「マングローブは、温暖化を防ぐためにとても役立っ
ているし、人の生活にも役立っていることが分かったの
で、今日学んだことを、今後の生活に活かしていきたい」
などの声が寄せられました。

また、2013年から2022年9月にかけて、約350回実
施した子ども向け環境体験「Green Gift 地球元気プロ
グラム」には、約7,800人の子ども (大人を含めると約
19,000人) が参加しました。参加した子どもたちからは、

「自分たちも生態系の一部なので自然環境を壊さないよ
うに気をつけたい」「金魚
鉢の水草が外来種だった
場合、水を取り替えるだ
けで川に外来種の種が
流れ込んでしまう話を聞
いて驚いた」などの声が
寄せられました。

■	環境負荷の低減、カーボン・ニュートラル
当社は、事業活動に伴い、消費しているエネルギーや

紙資源などの環境負荷を可能な限り低減するため、省資
源、節電・省エネルギー対策、グリーン購入、資源リサイク
ル促進およびペーパーレス化を推進しています。また、事
業活動により生じるCO2排出量を、マングローブ植林や
自然エネルギー（グリーン電力）によるCO2固定・削減効
果で相殺する「カーボン・ニュートラル」化を進めており、
2009年度以降毎年、14年連続で国内の事業活動にお
いて「カーボン・ニュートラル」を実現しています。

■	環境マネジメントシステムの推進
当社の本店ビルでは、1999年に環境マネジメントシス

テムの国際規格ISO14001の認証を取得し、実効性の
ある環境マネジメントシステムを運用しています。また、各
部・支店およびグループ会社においても、独自の環境マ
ネジメントシステム「みどりのアシスト」を導入し、電力、ガ
ス、水道、廃棄物、紙、ガソリン等に関する削減目標を定
め、具体的な行動計画の下、事業活動に伴う環境負荷の
低減に取り組んでいます。

Green Gift 地球元気プログラム

	マングローブ価値共創100年宣言
東京海上日動は、1999年より「地球の未来にかけ
る保険」としてグローバルにマングローブを基盤と
した解決策（Mangrove-based Solutions）を提
供し、「マングローブ植林100年宣言」をしておりま
すが、これにより、皆様とともに価値創出をめざして
取り組むことを宣言いたします。
マングローブは、気候変動の脅威や災害被害を軽減
し、海や陸の豊かさを守り、私たちの暮らしや社会を
安心・安全でサステナブルなものにする効果があり
ます。
また、東京海上日動はマングローブ植林をテーマと
したプログラム「みどりの授業」を通じた環境教育啓
発を実施しており、今後とも継続して取り組んでまい
ります。
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人を支える
	未来世代の育成

■	未来世代を育てる取り組み
当社は、公益財団法人東京海上各務記念財団、公益財

団法人東京海上日動教育振興基金、公益財団法人東京海
上スポーツ財団を通じて、国内外の大学生への奨学金の
支給、義務教育課程の交通遺児への育英助成、教員の教
育研究成果に対する助成、青少年のスポーツ交流への支
援などを行っています。

海外では、途上国教育
支援を行うRoom to 
Read Japanに対して、
2010年度から累計約 
1億円の寄付を実施しま
した。インド、バングラデ
シュ、ベトナムにおいて女子教育支援、図書室設置、識字
教育支援を行い、2022年度末までに約20,800名の女
子児童・生徒を含む子どもたちが教育を受けるための支
援を行いました。

さらに、当社はキャリア教育の重要性の高まりを受け、
中高生向けのキャリア教育プログラム「リスクと未来を考
える授業」を全国で展開しています。2022年度末までに
59回実施し、約1,900人が受講しました。生徒は、グルー
プになってお店の経営者の目線で、経営方針に沿って「長
く続けられる、いいお店」にするための作戦を複数のカー
ドの中から選びます。経営者の立場を疑似体験すること
で、挑戦すること、機会を活かすこと、リスクに備えること
の大切さを学ぶことができます。

■	公益財団法人日本水泳連盟への支援
当社は「水泳を通じて、日本の青少年の健全な育成に

貢献したい」という思いから、社会貢献事業の柱として
1989年より公益財団法人日本水泳連盟の支援を行って
います。主な活動として、年2回（夏季・春季）開催される

「全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会」の
特 別 後 援をはじめ 、
ジュニア選手の海外遠
征等のサポートを行っ
ています。
「全国JOCジュニア

オリンピックカップ水泳競技大会」は、近年の競泳日本
代表選手全員が出場を経験しており、名実ともに世界
への登竜門となっているジュニアスイマーたちのあこが
れの大会です。

	共生社会づくり

■	健康長寿社会づくりへの取り組み
社員、代理店に対して、AED（自動体外式除細動器）講

習会、認知症サポーター養成講座の受講を推進しており、
2022年度末までに東京海上グループで合計約6,050人
の認知症サポーターを養成しました。社員、代理店が、こ
れらの知識を備えることで、いざというときに地域社会の
お役に立ちたいと考えています。

■	共生社会づくりへの取り組み
当社は、「すべての

人や社会の挑戦を応
援していきたい」とい
う思いのもと、2005
年から公益財団法人
スペシャルオリンピックス日本の公式スポンサーとなり、
年に1回開催される夏季・冬季ナショナルゲームで、開催
地区の社員等が大会運営ボランティアとして参加してい
ます。2008年より社会福祉法人全国盲ろう者協会の団
体賛助会員となり、年1回開催される全国大会におい
て、開催地域の部店の社員を中心に運営ボランティアを
行っています。2016年からは、公益財団法人日本パラス
ポーツ協会、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟
への協賛を開始し、社員や代理店が、パラスポーツを「知
る」「見る」「体験する」ことに取り組んでいます。

■	アメリカでの日本語医療サービスの提供
当社の寄付によりニューヨークの「Mount S ina i 

Doctors」が運営する日本人向けの外来クリニック「東京海
上記念診療所（Japanese Medical Practice）」は、1990年
から日本語による医療サービスを提供しています。本クリ
ニックは、ニューヨークの日本人コミュニティにおける医療の
中心的役割を担っており、わが国のニューヨーク総領事館か
らも日本人対象の医療機関として高く評価されています。

「Room to Read」

パラスポーツ応援
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	普及啓発・理解促進

消費者のリスク認識の一層の高揚を図り、損害保険の
仕組みや役割を理解した上で、適切かつ有効に活用いた
だけるよう、下記のツールや活動を通じて「損害保険リテ
ラシー」の向上に取り組んでいます。
・ そんぽ学習ナビ
・ 講師派遣活動
・ 各種教育副教材の提供

	地震保険の普及・啓発

地震保険は、地震・噴火・津波による建物・家財の損害
を補償します。法律に基づき国と損害保険会社が共同で
運営する保険であり、被災者の
生活再建資金を確保し、生活の
安定に寄与する役割を担ってい
ます。損害保険業界では、消費
者向けの啓発、地震保険を販売
する損保代理店の支援などを通
じて、地震保険の理解促進およ
び加入促進を図っています。

	自賠責保険の普及・啓発

自賠責保険制度の理解促進および保険加入漏れ防止
のため、広告の掲出などマスメディアを通じた「自賠責保
険広報活動」を実施しています。

	消費者行政機関等との対話・交流

各地域の消費者行政機関や消費者団体との対話・交流
を通じた意見・情報交換を実施しています。

	交通安全対策

（1）交通事故防止・被害者への支援
自賠責保険の運用益を自動車事故防止対策・自動車事

故被害者支援等に活用しています。
（2）交通安全啓発活動
・  交差点事故低減に向けて、「全

国交通事故多発交差点マップ」
を損保協会ホームページに公
開しています。

・  自転車事故による高額賠償事
例や自転車事故に備える保険
などを紹介した冊子と事故防止
の啓発チラシを作成し、自転車
事故の防止を呼びかけています。

・  反射材つき啓発チラシの提供や映像コンテンツの公開等
を通じて、高齢者の交通事故防止を呼びかけています。

・  飲酒運転防止の教育・研修で使用する手引きとして「飲
酒運転防止マニュアル」を作成し、飲酒運転による事故
のない社会の実現に向けて啓発活動を行っています。

・  後部座席シートベルト着用推進チラシを作成し、損保協
会ホームページで公開しています。

損害保険業界としての普及啓発・理解促進活動および社会貢献活動
当社では、一般社団法人日本損害保険協会の一員として、損害保険の普及啓発・理解促進活動に取り組んでいます。
また、事故、災害および犯罪の防止・軽減に向けて、さまざまな社会貢献活動を推進しています。2015年9月に国連 

サミットにて採択されたSDGs（Sustainable Development Goals）の達成にも貢献しています。

サステナビリティの取り組み
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	防災・自然災害対策

（1）地域の安全意識の啓発
・  幼児向けの防災教育カードゲーム「ぼうさいダック」を

作成しています。
・  小学生向けの安全教育プログラム「ぼうさい探検隊」

の取り組みを通じて、安全教育を推進しています。
・  自然災害によるリスクや備えを学んでもらうため、中学

生・高校生向けの「防災教育副教材」を作成し、防災教
育を推進しています。

（2）地域の防災力・消防力強化への取り組み
・  小型動力ポンプ付軽消防自動車を全国の自治体や離

島に寄贈しています。
・  総務省消防庁と共催で防火標語の募集を行っており、

入選作品は「全国統一防火標語」として防火意識啓発・
PR等に使用されています。

・  自治体等が作成しているハザードマップの副読書「ハザー
ドマップと一緒に読む本」や、動画で学べるeラーニングコ
ンテンツを損保協会ホームページに公開しています。

・  「そんぽ防災Web」を通じて、防災に役立つ情報やツー
ルを提供しています。

	犯罪防止対策

（1）自動車盗難の防止
「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクト

チーム」に2001年の発足当初から参画し、自動車盗難防
止対策に取り組んでいます。
（2）住宅修理業者に関するトラブルへの注意喚起

住宅修理（リフォーム）に関し、「保険
が使える」などと言って勧誘する業者
とのトラブルが急増しているため、消
費者庁・金融庁・警察庁および独立行
政法人国民生活センターの協力を得
て、注意喚起チラシを作成しています。

（3）啓発活動
子どもが犯罪や交通事故等に巻き込まれないよう、大

人と子どもが一緒に学べる教材を作成し、安全教育の推
進に取り組んでいます。

	環境問題への取り組み

（1）気候変動対応の推進
2021年7月に「気候変動対応方針」を策定しています。

また、「気候変動ガイドブック」および「気候変動特設ペー
ジ」を損保協会ホームページで公開し、脱炭素社会の実現
を図ります。
（2）環境問題に関する目標の設定

CO2排出量の削減および廃棄物排出量の削減等につ
いて、損害保険業界としての目標を設定し、その実現に向
けて取り組んでいます。
（3）環境取り組みに関する行動計画

「経団連 カーボンニュートラル行動計画」および「経団
連 循環型社会形成自主行動計画」の目標等を含めた内
容を、新たな計画として環境問題に取り組んでいます。
（4）自動車リサイクル部品活用の推進

廃棄物の削減やCO2の排出量
を抑制するため、自動車の修理時
にリサイクル部品の活用推進に取
り組んでいます。
（5）エコ安全ドライブの推進

「エコ安全ドライブ」の取り組み
を推進するため、DVDとチラシを
作成し、普及に取り組んでいます。
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サステナビリティの取り組み

	保険金不正請求防止に向けた取り組み

（1）保険金不正請求ホットラインの運営
「保険金不正請求ホットライン」を開設して、保険金不

正請求に関する情報を収集し、損害保険各社における対
策に役立てています。
（2）保険金詐欺防止ポスターの作成・掲出

保険金詐欺防止ポスターを作成し、保険金詐欺が重罪
であることを周知するとともに、保険金詐欺をたくらむ人
物への牽制を図っています。
（3）保険金不正請求防止啓発動画の作成・公開

保険金の不正請求防止に関する理解を深めていただく
ため、啓発動画を作成し、損保協会ホームページや
YouTubeに公開しています。
（4）保険金不正請求の検知を目的としたシステムの運営

保険金不正請求疑義事案の検知を目的としたシステ
ムを運用し、保険金請求歴や不正請求防止に関する情報
を各社間で共有することで、不正請求対策に役立ててい
ます。
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